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(57)【要約】
【課題】さまざまな画素サイズに対応できる等方性液晶
を用いた半透過反射型の液晶表示装置を実現する。
【解決手段】第１の透明基板１１０と第２の透明基板１
１１と、これらの基板間に挟持された等方性液晶層２０
０を備え、第２の透明基板１１１には、画素電極１９０
と共通電極１３０，１７０とを有し、１つの画素内に反
射領域ＲＡと透過領域ＴＡとを備える。反射領域ＲＡで
は、画素電極１９０を櫛歯状に形成し、絶縁層１８０を
介して共通電極１３０を面状に形成する。透過領域ＴＡ
では、画素電極１９０と共通電極１７０とを同じ層に櫛
歯状に形成する。画素電極１９０と共通電極１３０，１
７０との間の電圧差により、液晶層２００に形成される
電界を、透過領域ＴＡよりも反射領域ＲＡで小さくする
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の基板と、第２の基板と、これらの基板間に挟持された液晶層と、前記第２の基板
に液晶層を駆動する画素電極と共通電極とを有する液晶表示パネルと、
　前記液晶表示パネルの一方面に配置するバックライトと、
　前記第１の基板に対して第２の基板が配置された側とは反対側の一方面に配置する第１
の円偏光板と、前記第２の基板に対して第１の基板が配置された側とは反対側の一方面に
配置する第２の円偏光板とを有し、
　前記液晶層は、光学的に等方な状態から電圧の印加により光学的異方性が生じる性質を
有し、
　前記液晶表示パネルは、１つの画素に反射領域と透過領域とを有し、
　前記反射領域では、前記画素電極と共通電極の一方が櫛歯状又は面状に形成された電極
にスリット状の開口を備え、他方は絶縁層を介して異なる層に面状に形成され、
　前記透過領域では、前記画素電極と共通電極は、同じ層に櫛歯状に形成され、さらに、
これらの電極が互い違いに配置され、前記画素電極と共通電極との間の電圧差により前記
液晶層に形成される電界が透過領域よりも反射領域が小さいことを特徴とする液晶表示装
置
【請求項２】
　第１の基板と、第２の基板と、これらの基板間に挟持された液晶層と、前記第２の基板
に液晶層を駆動する画素電極と共通電極とを有する液晶表示パネルと、
　前記液晶表示パネルの一方面に配置するバックライトと、
　前記第１の基板に対して第２の基板が配置された側とは反対側の一方面に配置する第１
の円偏光板と、前記第２の基板に対して第１の基板が配置された側とは反対側の一方面に
配置する第２の円偏光板とを有し、
　前記液晶層は、光学的に等方の状態から電圧の印加により光学的異方性が生じる性質を
有し、
　前記液晶表示パネルは、１つの画素に反射領域と透過領域とを有し、
　前記画素電極と共通電極のうち、前記液晶層に近い側に形成する電極が櫛歯状又は面状
に形成された電極にスリット状の開口部を備え、他方は絶縁層を介して異なる層に形成さ
れ、
　前記画素電極と共通電極との間の電圧差により前記液晶層に形成される電界が透過領域
よりも反射領域が小さいことを特徴とする液晶表示装置
【請求項３】
　請求項２に記載の液晶表示装置において、
　前記絶縁層の厚みが、透過領域よりも反射領域で大きいことを特徴とする液晶表示装置
【請求項４】
　請求項２に記載の液晶表示装置において、
　前記透過領域では、前記画素電極又は共通電極のうち、液晶層から遠い側に形成する電
極は面状に形成し、
　前記反射領域では、前記画素電極又は共通電極のうち、液晶層から遠い側に形成する電
極は面状に形成した電極に開口部を備えることを特徴とする液晶表示装置
【請求項５】
　第１の基板と、第２の基板と、これらの基板間に挟持された液晶層と、前記第２の基板
に液晶層を駆動する画素電極と共通電極とを有する液晶表示パネルと、
　前記液晶表示パネルの一方面に配置するバックライトと、
　前記第１の基板に対して第２の基板が配置された側とは反対側の一方面に配置する第１
の偏光板と、前記第２の基板に対して第１の基板が配置された側とは反対側の一方面に配
置する第２の偏光板とを有し、
　前記液晶層は、光学的に等方な状態から電圧の印加により光学的異方性が生じる性質を
有し、
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　前記液晶表示パネルは、１つの画素に反射領域と透過領域とを有し、
　前記反射領域では、前記画素電極と共通電極の一方が櫛歯状又は面状に形成された電極
にスリット状の開口を備え、他方は絶縁層を介して異なる層に面状に形成され、
　前記画素電極と共通電極との間の電圧差により前記液晶層に形成される電界が透過領域
よりも反射領域が小さい液晶表示装置において、
　前記反射領域には、前記液晶層と前記第１又は第２の基板との間に内蔵位相差層を備え
ることを特徴とする液晶表示装置
【請求項６】
　第１の基板と、第２の基板と、これらの基板間に挟持された液晶層と、前記第２の基板
に液晶層を駆動する画素電極と共通電極とを有する液晶表示パネルと、
　前記液晶表示パネルの一方面に配置するバックライトと、
　前記第１の基板に対して第２の基板が配置された側とは反対側の一方面に配置する第１
の偏光板と、前記第２の基板に対して第１の基板が配置された側とは反対側の一方面に配
置する第２の偏光板とを有し、
　前記液晶層は、光学的に等方な状態から電圧の印加により光学的異方性が生じる性質を
有し、
　前記液晶表示パネルは、１つの画素に反射領域と透過領域とを有し、
　前記反射領域では、前記画素電極及び共通電極と前記第２の基板との間に反射層を備え
、少なくとも前記反射領域では、前記反射層と前記液晶層との間に偏光層を有し、
　前記第１の偏光板の吸収軸と前記第２の偏光板の吸収軸は直交し、前記偏光層の吸収軸
が第２の偏光板の吸収軸と平行であることを特徴とする液晶表示装置

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光学的に等方性を有する液晶材料を用いた液晶表示装置、特に、半透過反射
型の液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　表示装置は、情報を視覚的に人間に伝えるメディアであり、高度な情報社会となった現
代では、人間、社会にとって重要な存在となっている。特に、液晶表示装置は、近年性能
が著しく向上し、携帯電話からパーソナルコンピューターさらには大画面テレビ等の表示
装置として採用されている。液晶表示装置は、一般に液晶表示パネルと、その背面に配置
して液晶表示パネルに光を照射するバックライト（照明装置）とから構成される。カラー
画像を表示する場合、１つの画素（ピクセル）が、例えば、赤色、青色、緑色の３原色に
対応する３つの副画素（サブピクセル）から構成され、各色に対応した副画素を独立に制
御することで、さまざまな色を再現する。
【０００３】
　携帯電話などのモバイル機器に使用される液晶表示装置では、幅広い照明環境に対応で
きることから半透過反射型の液晶表示装置が使用されている。半透過反射型の液晶表示装
置は、その液晶表示パネルの表示領域を構成する１つの副画素（サブピクセル）内に透過
領域と反射領域を有するものである。透過領域は、バックライトからの光の透過量を制御
することで透過型表示を実現する。一方、反射領域は、外部からの光の反射量を制御する
ことで反射型表示を実現する。つまり、半透過反射型の液晶表示装置は、暗い環境では主
に透過型表示、明るい環境では主に反射型表示により、表示画像の視認性を確保できるの
で幅広い照明環境での使用が可能となる。従来から広視野角な液晶表示装置としてＩＰＳ
（In Plane Switching）方式の液晶表示装置が知られている。この他にもＶＡ（Vertical
 Alignment）方式やＴＮ（Twisted Nematic）方式などの液晶表示装置が知られている。
いずれも一対の透明基板と、これら透明基板の間に挟持されるネマチック液晶材料からな
る液晶層と、各透明基板の液晶層とは反対側の面にそれぞれ配置した一対の偏光板とを有
し、液晶層に入射する光の偏光状態を変化させることで光の透過量を制御して画像を表示
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するものである。
【０００４】
　ところで、下記非特許文献１に記載されているように、ネマチック液晶材料は分子の熱
的な揺らぎに起因される光散乱を示す。ＩＰＳ方式、ＶＡ方式は、共に電圧無印加時に黒
表示となるが、いずれも原理的にはこの光散乱起因の光漏れによりコントラスト比が低下
する。この課題は、ネマチック液晶材料に固有の課題である。
【０００５】
　これに対し、近年光学的に３次元又は２次元で光学的に等方性を有する液晶（以下「等
方性液晶」という。）の材料が知られている。この等方性液晶は、液晶層に対し電圧無印
加時には、液晶分子の配列が光学的に３次元又は２次元に等方であり、電圧印加により電
界が形成されると、電界の方向に複屈折性が誘起される性質を持つ。近年報告されている
等方性液晶の材料のうち、３次元で等方性を有するものとしては、スメクチックブルー相
、コレステリックブルー相がある。また、２次元で等方性を有するものとしては、ベント
コア構造がある。ベントコア構造は、液晶化合物を基板に対し垂直配向したものであり、
電圧無印加時において、液晶層の面内において等方性を有する。その他にも、キュービッ
ク相、スメクチックＱ相、ミセル相、逆ミセル相又はスポンジ相などが知られている。
【０００６】
　下記非特許文献２、非特許文献３では、従来温度範囲が極めて狭く、実用性が低かった
ブルー相の温度範囲拡大について記載されている。また、下記非特許文献４では、ベント
コア構造の光学的二軸性など、等方性液晶の材料及びその性質が記載されている。また、
下記非特許文献５では等方性液晶を用いた光学素子について記載されている。
【０００７】
　さらに、下記特許文献１では、等方性液晶を用いた液晶表示パネルの具体的な電極構造
を開示している。また、下記特許文献２では、等方性液晶を用いた半透過反射型の液晶表
示装置について開示しており、反射領域における電場（電界）を透過領域における電場（
電界）よりも弱くなるように構成するとの記載がある。具体的には、基板面に略平行な電
場（電界）を形成するように構成された複数の電極間の距離を反射領域と透過領域とで変
えるとの記載がある。
【特許文献１】特開２００６－３８４０号公報
【特許文献２】特開２００６－２１５２８７号公報
【非特許文献１】W. H. de Jeu著、石井力、小林駿介訳：液晶の物性、90-94頁
【非特許文献２】Harry J.Coles、ネイチャー、436巻、997-1000頁、2005年
【非特許文献３】吉澤篤他、ジャーナル・オブ・マテリアルズ・ケミストリー、15巻、32
85-3290頁、2005年
【非特許文献４】Bharat R. Acharya他、LIQUID CRYSTALS TODAY, VOL.13, No.1, 1-4、2
004年
【非特許文献５】菊池裕嗣、アドバンスド・マテリアルズ、17巻、96-98頁、2005年
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上記特許文献２では、反射領域の電場（電界）を透過領域の電場（電界）よりも弱くす
るために、基板面に略平行な電場（電界）を形成するように構成された複数の電極間の距
離を反射領域と透過領域とで異ならせている。ここで、１つの画素に設けられる電極の数
は、露光装置など製造装置の精度により制限される。特に、高精細な液晶表示パネルでは
、画素の大きさが小さくなるので、１画素に設けることのできる電極の数は、数本に限定
される。この場合、電極間距離の実現可能な範囲は制限されるため、反射領域と透過領域
の電界の大きさの関係を所望の条件を満足させることが困難となる。
【０００９】
　また、上記のように等方性液晶については、従来の液晶と異なる性質が解明されてきて
はいるが、この液晶材料を適用した表示装置の構造については十分な検討がされていない
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。
【００１０】
　そこで、本発明は、上記課題を鑑みてなされたもので、その目的は、小さな画素サイズ
においても、明るい表示が得られる等方性液晶を用いた半透過反射型の液晶表示装置を実
現することにある。さらに、等方性液晶を表示装置として有効に活用する際の好適な構造
を実現することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明に係る液晶表示装置は、第１の基板と、第２の基板と、これらの基板間に挟持さ
れた液晶層と、上記第２の基板に液晶層を駆動する画素電極と共通電極とを有する液晶表
示パネルと、この液晶表示パネルの一方面に配置するバックライトと、上記第１の基板に
対して第２の基板が配置された側とは反対側の一方面に配置する第１の円偏光板と、上記
第２の基板に対して第１の基板が配置された側とは反対側の一方面に配置する第２の円偏
光板とを有し、上記液晶層は、光学的に等方な状態から電圧の印加により光学的異方性が
生じる性質を有するものであり、上記液晶表示パネルは、１つの画素に反射領域と透過領
域とを有し、上記反射領域では、画素電極と共通電極の何れか一方が櫛歯状又は面状に形
成された電極にスリット状の開口を備え、他方は絶縁層を介して異なる層に面状に形成さ
れ、また、透過領域では、画素電極と共通電極は同じ層に櫛歯状に形成され、さらに、こ
れらの電極が互い違いに配置され、画素電極と共通電極との間の電圧差により液晶層に形
成される電界が透過領域よりも反射領域が小さくなることを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明は、画素電極と共通電極のうち一方は、液晶層に近い側に形成する電極が
櫛歯状又は面状に形成された電極にスリット状の開口部を備え、他方は、絶縁層を介して
異なる層に形成され、反射領域における絶縁層の厚みが透過領域における絶縁層の厚みよ
りも大きいことを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明は、透過領域では画素電極又は共通電極のうち液晶層から遠い側に形成す
る電極は面状に形成し、反射領域では画素電極又は共通電極のうち液晶層から遠い側に形
成する電極は面状に形成した電極に開口部を備えることを特徴とする。
【００１４】
　さらに、本発明に係る液晶表示装置は、第１の基板と、第２の基板と、これらの基板間
に挟持された液晶層と、上記第２の基板に液晶層を駆動する画素電極と共通電極とを有す
る液晶表示パネルと、この液晶表示パネルの一方面に配置するバックライトと、上記第１
の基板に対して第２の基板が配置された側とは反対側の一方面に配置する第１の偏光板と
、上記第２の基板に対して第１の基板が配置された側とは反対側の一方面に配置する第２
の偏光板とを有し、上記液晶層は、光学的に等方な状態から電圧の印加により光学的異方
性が生じる性質を有し、上記液晶表示パネルは、１つの画素に反射領域と透過領域とを有
し、反射領域では画素電極と共通電極の何れか一方が櫛歯状又は面状に形成された電極に
スリット状の開口を備え、他方は絶縁層を介して異なる層に面状に形成され、画素電極と
共通電極との間の電圧差により液晶層に形成される電界が透過領域よりも反射領域が小さ
く、反射領域には、液晶層と第１又は第２の基板との間に内蔵位相差層を備えることを特
徴とする。
【００１５】
　また、本発明に係る液晶表示装置は、第１の基板と、第２の基板と、これらの基板間に
挟持された液晶層と、上記第２の基板に液晶層を駆動する画素電極と共通電極とを有する
液晶表示パネルと、この液晶表示パネルの一方面に配置するバックライトと、上記第１の
基板に対して第２の基板が配置された側とは反対側の一方面に配置する第１の偏光板と、
上記第２の基板に対して第１の基板が配置された側とは反対側の一方面に配置する第２の
偏光板とを有し、上記液晶層は、光学的に等方な状態から電圧の印加により光学的異方性
が生じる性質を有し、上記液晶表示パネルは、１つの画素に反射領域と透過領域とを有し
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、さらに、反射領域では、画素電極及び共通電極と第２の基板との間に反射層を備え、さ
らに、少なくとも反射領域では、反射層と液晶層との間に偏光層を有し、第１の偏光板の
吸収軸と第２の偏光板の吸収軸は直交し、偏光層の吸収軸が第２の偏光板の吸収軸と平行
であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　以上、本発明により、等方性液晶を用いた半透過反射型の液晶表示装置を実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、等方性液晶に適した半透過反射型の液晶表示装置の構成について順に説明する。
【００１８】
〔液晶表示パネル及び液晶表示装置の基本構成〕
　最初に、等方性液晶を用いた半透過反射型の液晶表示パネルの構造について説明する。
液晶表示パネルは、２枚の透明な基板とこれら基板間に挟持する液晶層とを有し、基板に
配置された画素電極と共通電極との間に電界を発生させ、この電界強度を変化させること
により、液晶層の光学特性を制御するものである。ここで、等方性液晶は、電圧無印加時
に光学的に等方であり、電圧印加により形成される電界の方向に複屈折性を誘起する。こ
の性質から、等方性液晶を用いて半透過反射型の液晶表示パネルを実現するには、液晶層
を２つの円偏光板で挟み、液晶層に電圧を印加した際、誘起される複屈折性により、液晶
層を通過する光に生じる位相差が、透過領域では略λ／２、反射領域では略λ／４となる
構造を実現する必要がある。ここでλは表示に寄与する光の波長である。
【００１９】
　液晶層に電圧を印加した際、基板面に対して平行な方向に複屈折性を誘起するには、基
板面に対し、平行な方向に電位差を生じる構造が必要である。具体的には、異なる電圧が
印加できる２つの櫛歯状の電極を互い違いに配置する構造、あるいは、液晶層に近い側に
配置する電極を櫛歯状又は面状な電極にスリット状の開口部を備える形状とし、絶縁層を
介して別の層に面状な電極を形成する構造が適する。
【００２０】
　上記のとおり、半透過反射型の液晶表示パネルを実現するには、液晶層に電圧を印加し
た際、反射領域と透過領域とで異なる位相差が生じるように構成する必要がある。このた
めには、反射領域と透過領域とで、液晶層の厚み、あるいは、電界の大きさを異ならせる
ことが有効である。
【００２１】
　反射領域と透過領域とで、液晶層の厚みを異ならせる方法としては、液晶層を挟持する
２枚の基板うち、少なくとも一方の基板において、反射領域に相当する場所の厚みを増す
、つまり、段差を設けるという方法が従来から知られている。この場合、通常、段差の端
部は傾斜面となるが、この傾斜面は透過表示あるいは反射表示のどちらにとっても不適切
な領域、つまり無効な領域となり表示の明るさに寄与しない。このため、特に、画素のサ
イズが小さくなる高精細な液晶表示パネルでは、表示の明るさにとって不利な構造となる
。
【００２２】
　したがって、より明るい液晶表示パネルの実現には、反射領域と透過領域の液晶層の厚
みが一定であることが望ましい。このためには、電界の大きさを異ならせることで、液晶
層に誘起される複屈折性を、反射領域と透過領域とで異ならせることが有効である。電界
の大きさを異ならせる方法としては、櫛歯状に形成する画素電極と、同じく櫛歯状に形成
する共通電極とを互いに違いに配置する構成において、反射領域と透過領域とで電極の間
隔を変えるという方法がある。
【００２３】
　ここで、１つの画素に設けられる電極の数は、露光装置など製造装置の加工精度により
制限される。特に、高精細な液晶表示パネルでは、画素の大きさが小さくなるため、１画
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素に設けることのできる電極の数は数本に限定される。この場合、電極間距離の実現可能
な範囲は制限され、反射領域と透過領域の電界の大きさの関係が所望の条件を満足するこ
とが困難となる。
【００２４】
　本発明では下記構造により、平面構造を作成する際の加工精度の制約を受けることなく
、反射領域と透過領域の電界の大きさの関係を調整することが可能となる。このため、反
射領域と透過領域の間に、段差による無効な領域がない等方性液晶を用いた半透過反射型
の液晶表示パネルを実現することができる。
【００２５】
　以下、本発明の実施例について、図面を参照して説明するが、種々の変更は可能であり
、また、下記実施例同士の組み合わせは、本発明に包含されるものである。
【実施例１】
【００２６】
　図１は、本発明に係る半透過反射型液晶表示装置を構成する液晶表示パネルの副画素（
サブピクセル）１００の主要部の概略構成を示す断面図である。また、図２は、本発明の
液晶表示パネルの副画素１００の主要部の概略構成を示す平面図である。なお、図１は図
２のＡ－Ａ'線に沿った断面構造を模式的に示す図である。また、図３は、本発明に係る
半透過反射型液晶表示装置を構成する液晶表示パネル１の全体のレイアウトの一例を模式
的に示すブロック図である。
【００２７】
　まず、図３において、液晶表示パネル１は、第２の透明基板１１１の中央部を含む領域
に表示領域２が設けられる。表示領域２の上側には、データ線（信号線）７に対して画像
信号を出力するデータ駆動回路３、左側にはゲート線（走査線）８に対して走査信号を出
力する走査駆動回路４が設置されている。これらの駆動回路３，４は、Ｎチャネル型とＰ
チャネル型の薄膜トランジスタ（ＴＦＴ；Thin Film Transistor）による相補型回路から
構成されるシフトレジスタ回路、レベルシフタ回路、アナログスイッチ回路などから構成
される。液晶表示パネル１は、従来のアクティブマトリクス駆動型の液晶表示パネルと同
様に、複数のゲート線と、該ゲート線の延在方向に対して交差する方向に延在させた複数
のデータ線が設けられており、ゲート線とデータ線とが交差するところにマトリクス状に
副画素が配置される。なお、図１及び図２に示すように、液晶表示パネル１の副画素は１
つの副画素内に透過領域ＴＡと反射領域ＲＡを有する。
【００２８】
　次に、図１において、液晶表示パネル１は、絶縁性を有し、平坦かつ透明で光学的に等
方な透明体からなる第１の透明基板１１０と第２の透明基板１１１とを有す。第１の透明
基板１１０及び第２の透明基板１１１としては、ガラスが一般的であるが、上記要件を満
たし、さらに、耐熱性や耐久性を改良した高分子フィルムを用いることができる。
【００２９】
　透明基板１１０には、カラーフィルターと、必要に応じて保護膜や配向膜など（何れも
不図示）が積層される。カラーフィルターは、個々の副画素が担当する色、例えば、赤色
、緑色、青色などの加法混色の３原色、あるいは、黄色、マゼンタ色、シアン色など減法
混色の３原色、あるいは、青緑色や黄緑色など、その副画素が所望とする色を透過するも
のを用いる。なお、反射領域では外部からの光がカラーフィルターを２回通るため、反射
領域と透過領域とでカラーフィルターの色の濃さ、厚み、あるいは、被覆面積を変えるよ
うにしてもよい。
【００３０】
　第２の透明基板１１１には、スイッチング素子１２０を備える。スイッチング素子は、
ポリシリコンやアモルファスシリコンあるいは有機物からなる半導体層を備える薄膜トラ
ンジスタから構成される。ここでは、一例として、ポリシリコンからなる薄膜トランジス
タの場合を説明するが、本発明はこれに限定されるものではない。ポリシリコン薄膜トラ
ンジスタからなるスイッチング素子１２０は、ソース・ドレイン領域やチャネル領域とな
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る半導体層１２１などを含むポリシリコン層の上に、ゲート絶縁層１２２、ゲート電極１
２３、第１の層間絶縁層１２４、電極層１２５Ａ、電極層１２５Ｂ、第２の層間絶縁層１
２６を有する。
【００３１】
　ゲート絶縁層１２２、第１の層間絶縁層１２４は、例えば、ＳｉＯｘ（酸化シリコン）
からなり、第２の層間絶縁層１２６は、例えば、ＳｉＮｘ（窒化シリコン）からなる。電
極層１２５Ａ及び電極層１２５Ｂとしては、金属電極材料を用いればよく、例えば、アル
ミニウム層の上下をチタン（Ｔｉ）やタングステン（Ｗ）などでサンドイッチした三層積
層構造の膜を用いることができるが、これに限定されるものではない。電極層１２５Ａ及
び電極層１２５Ｂは、第１の層間絶縁層１２４及びゲート絶縁層１２２に形成した開口を
通して、半導体層１２１のソース領域とドレイン領域とにそれぞれ接続する。
【００３２】
　なお、スイッチング素子１２０と第２の透明基板１１１との間には、透明基板１１１か
ら半導体層１２１やゲート絶縁層１２２へのＮａやＫなどのイオンの混入をブロックする
ために下地層１１３を設けるとよい。下地層１１３は、透明基板１１１側から順にＳｉＮ
ｘなどからなる層とＳｉＯｘなどからなる層を積層した構造とする。
【００３３】
　スイッチング素子１２０の上には絶縁層１２７が設けられる。この絶縁層１２７は、ス
イッチング素子１２０や配線などによる段差を平坦化する機能と、後述する反射層、ある
いは、共通反射電極層に凹凸形状を持たせる機能を有する。
【００３４】
　段差を平坦化するには溶液状態で層形成可能な材料が望ましい。したがって、絶縁層１
２７としては、有機系の材料、あるいは、溶剤に分散させ塗布成膜を可能とした無機材料
を用いることができる。さらに、絶縁層１２７は、その表面を凹凸形状にする工程を必要
とするため、材料自身に感光性があれば工程が簡略化できるという利点がある。また、絶
縁層１２７は、透過領域ではバックライトからの光を効率よく通過させるために可視光に
対する吸収が小さい透明な材料が望ましい。したがって、絶縁膜１２７としては感光性の
ポリイミドやアクリル系樹脂などの有機材料が望ましい。
【００３５】
　絶縁層１２７の表面には、反射領域に設ける反射層の表面を凹凸形状にするための凹凸
を形成する。この凹凸形状は、フォトリソグラフィー技術により凹凸パターンを形成した
後、温度を上げ溶融することで実現してもよいし、露光工程の際にマスクとしてハーフト
ーンマスクを使用して実現してもよい。一方、透過領域においては絶縁層１２７の表面は
平坦とする。
【００３６】
　絶縁層１２７の上には反射領域に相当する部分に反射層１３０を形成する。反射層１３
０としては、アルミニウムや銀などの反射率が高い金属材料を用いるとよい。反射層１３
０は、フォトリソグラフィー技術などにより透過領域からは除去する。なお、反射層１３
０は、その下層にある絶縁層１２７の表面に形成された凹凸を反映して、その表面が凹凸
形状となる。反射層１３０が凹凸形状となっていることで、液晶表示パネルに外部から入
射する光が、反射層１３０で反射する角度に広がりが生じ、実使用時においては反射表示
がより明るくなる。
【００３７】
　本実施例の場合、反射層１３０を共通電極配線１７０Ｌと接続することで、共通電極と
しての機能を兼用することができる。あるいは、反射層の上側又は下側に別の導電材料を
共通電極として積層してもよい。ここでは、以下、反射層が共通電極の機能を兼用する場
合を説明するため、以下、反射層を共通反射電極層１３０とも称する。
【００３８】
　共通反射電極層１３０の上層には絶縁層１８０を形成し、さらに、その上に画素電極１
９０を形成する。絶縁層１８０は、可視光に対して透明な絶縁材料が良く、ポリイミド系
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やアクリル系などの透明樹脂材料、あるいは、ＳｉＯｘやＳｉＮｘなどの透明な無機材料
が使用できる。
【００３９】
　反射領域ＲＡでは、面状に形成された共通反射電極層１３０の上層に絶縁層１８０を介
して、櫛歯状の画素電極１９０を形成する。一方、透過領域ＴＡでは、櫛歯状に形成され
た画素電極１９０と、同じく櫛歯状に形成された共通電極１７０を同層で互い違いに配置
する。
【００４０】
　画素電極１９０及び共通電極１７０は、透明な導電材料で構成することが望ましく、例
えば、ＩＴＯ（Indium tin oxide）が好適であり、ＩｎＺｎＯやＺｎＯなど、その他の透
明な導電材料を使用することもできる。
【００４１】
　画素電極１９０は、絶縁層１８０、共通反射電極層１３０、絶縁層１２７、絶縁層１２
６を貫通する開口（スルーホール）１９５を介して、スイッチング素子１２０を構成する
電極層１２５Ａと接続する。スルーホール１９５は、画素電極と同じ導電材料で充填する
。あるいは、電極層１２５Ａと画素電極１９０を構成する電極材料の電気的な接続を確実
にするために図示しない導電性の材料からなる中間層を設けるようにしてもよい。
【００４２】
　なお、共通反射電極層１３０は、スルーホール１９５において、画素電極１９０と接触
することがないように、スルーホール１９５に相当する位置に開口を設けて、画素電極と
は完全に分離する。
【００４３】
　また、共通電極１７０は、共通電極配線１７０Ｌとスルーホールなどを介して電気的に
接続する。つまり、共通電極１７０と共通反射電極層１３０は電気的に接続されており同
じ電位となる。
【００４４】
　なお、電極層１２５Ｂは、データ線７と接続し、ゲート電極１２３はゲート線８と接続
するが、図２に示すとおり、それぞれデータ線７の一部を電極層１２５Ｂとし、ゲート線
８の一部をゲート電極１２３としてもよい。
【００４５】
　絶縁層１８０及び画素電極１９０の上には、必要に応じてこれらを被覆する保護膜や配
向膜（いずれも不図示）を形成する。
【００４６】
　第１の透明基板１１０と第２の透明基板１１１は、図示しないスペーサにより一定の間
隙を設けた状態で、枠状のシール材で周囲を接着することで、内部に空間を形成する。こ
の空間に等方性液晶を充填することで液晶層２００が設けられる。液晶層２００を構成す
る液晶材料については後述するが、ベントコア構造の２次元の等方性液晶にあっては、初
期配向として、基板に対して縦配向を有するが、３次元の等方性液晶は初期配向を持たな
いため、液晶層の両面に配向膜を配置する必要はない。配向膜が必要な場合は配向膜とし
てポリイミド系高分子などを用いることができる。
【００４７】
　液晶層２００の厚さｄは、液晶層に電界を印加した際に誘起される複屈折性から決定す
る。つまり、所定の電圧を画素電極及び共通電極に印加して液晶層に電界を形成したとき
に、基板面と平行な方向に誘起される複屈折性、すなわち、屈折率異方性をΔｎとすると
、透過領域ＴＡでは、位相差（リタデーション）Δｎｄがλ／２となるように厚さｄを選
択すればよい。ここで、λは光の波長であり、例えば、波長５５０ｎｍの光に対してはΔ
ｎｄが２７５ｎｍとなるように厚さｄを選択すればよい。
【００４８】
　ただし、実際の液晶表示パネルでは、面内で一様な電界分布とならず、それにより誘起
される複屈折性も一様ではないため、より明るい表示を得るためには、液晶層２００のリ
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タデーションΔｎｄはλ／２よりも多少多め、例えば、波長５５０ｎｍの光に対しては、
２７５ｎｍ≦Δｎｄ≦４００ｎｍの範囲内から選択するとよい。
【００４９】
　なお、本実施例では、透過領域ＴＡと反射領域ＲＡの液晶層の厚さｄを一定とする。こ
の場合、一般の半透過反射型の液晶表示パネルのように、反射領域の液晶層の厚さを小さ
くするための段差は不要となる。このため画素内に生じる段差に起因した無効な領域が無
くなるため、画素内でより広い面積が表示に寄与するため、より明るい表示が得られる。
【００５０】
　ここで重要なことは、透過領域ＴＡと反射領域ＲＡの液晶層の厚さｄを一定とし、同じ
駆動電圧における位相差Δｎｄを、反射領域ＲＡでは透過領域ＴＡの半分の値（λ／４）
とすることである。このためには、同じ駆動電圧で液晶層に誘起される基板面に対して平
行な方向の屈折率異方性Δｎが、反射領域では透過領域の１／２になるようにすればよい
。なお、駆動電圧は、共通電極１７０及び共通反射電極層１３０の電圧と、画素電極１９
０の電圧との差と定義する。
【００５１】
　等方性液晶は、液晶層に印加する電界の強さに依存した屈折率異方性を生じるものであ
り、電界の強さが大きくなると屈折率異方性も大きくなる。電界の強さと屈折率異方性の
関係は材料により異なるが、例えば、非特許文献５には、電界の強さ（Ｅ／Ｖ）の２乗と
屈折率異方性Δｎが比例するとのデータが開示されている。
【００５２】
　したがって、同じ駆動電圧において、反射領域ＲＡの液晶層に形成される電界の強さが
透過領域ＴＡの液晶層に形成される電界の強さよりも小さくなるように構成することで、
透過領域ＴＡと反射領域ＲＡの液晶層の厚さが同じであっても、反射領域ＲＡの位相差Δ
ｎｄを透過領域ＴＡの１／２とすることが可能となる。
【００５３】
　これを実現するため本実施例では図１に示すように、反射領域ＲＡでは共通反射電極層
１３０の上層に絶縁層１８０を介して、画素電極１９０を櫛歯状に形成し、透過領域ＴＡ
では、図１及び図２に示すように、櫛歯状に形成された画素電極１９０と、同じく櫛歯状
に形成された共通電極１７０を同層で互い違いに配置する。
【００５４】
　この場合、透過領域ＴＡでは、画素電極１９０と共通電極１７０との間に、基板に対し
て平行な方向の成分を含む電界を液晶層に印加できる。この電界の強さは、電極間隔に依
存する。一方、反射領域ＲＡでは、画素電極１９０と共通反射電極層１３０との間に、基
板に対して平行な方向の成分を含む電界を液晶層に形成できる。この電界の強さは、主と
して絶縁層１８０の厚さに依存する。つまり、ある駆動電圧を印加するときに、透過領域
ＴＡの液晶層に形成される電界の強さは、画素電極や共通電極の基板面上の加工寸法精度
に依存する電極幅や電極の間隔により決定されるが、反射領域ＲＡの液晶層に形成される
電界の強さは、基板面上の加工寸法精度とは独立した絶縁層１８０の厚さにより制御する
ことができる。
【００５５】
　例えば、非特許文献５に記載の液晶であれば、反射領域ＲＡの画素電極１９０の間隔だ
けでなく、絶縁層１８０の誘電率や厚さを調整することによって、同じ駆動電圧において
液晶層に形成される電界の強さを透過領域の１／√２となるように構成すればよい。
【００５６】
　特に、高精細な液晶表示パネルでは画素の大きさが小さくなるので、１画素に設けるこ
とのできる電極の数は数本に限定される。例えば、画面サイズ２．４１インチのＶＧＡ（
画素数６４０×４８０）の液晶表示パネルの場合、１つの副画素の大きさは７６．５μｍ
×２５．５μｍとなる。この場合、１つの副画素に配置できる電極の数は加工精度にもよ
るが、数本となり、実現可能な電極間距離は制限される。
【００５７】
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　このため、透過領域と反射領域を共に、櫛歯状に形成した画素電極と、櫛歯状に形成し
た共通電極を同層で互い違いに配置する構造では、液晶層に形成される電界の強さの関係
を所望の状態にすることが極めて困難となる。
【００５８】
　一方、本発明では上記のとおり、反射領域の液晶層に形成される電界の強さを電極の加
工寸法精度に頼ることがない。つまり、反射領域の液晶層に形成される電界の強さは、基
板面上の加工寸法精度とは独立した絶縁層の厚さにより制御することでができるため、反
射領域と透過領域の液晶層に形成される電界の強さの関係を、所望の状態にすることがで
きる。なお、絶縁層の厚さは容易に変更できるため、本発明では、プロセスへの負荷を大
きく増すことなく、等方性液晶を用いた半透過反射型の液晶表示パネルを実現できる。
【００５９】
　第１の透明基板１１０及び第２の透明基板１１１の液晶層２００とは反対側の面には、
それぞれ第１の偏光板２１０及び第１の位相差板２２０と、第２の偏光板２１１及び第２
の位相差板２２１を配置する。第１の偏光板２１０と第２の偏光板２１１は、例えば、延
伸したポリビニルアルコールにヨウ素を吸着させることにより偏光機能を付与した膜の両
面に、トリアセチルセルロースの保護層を施したものを用いることができる。
【００６０】
　第１の位相差板２２０と第２の位相差板２２１は、共にλ／４板（１／４波長板）とし
て機能するものを用いる。第１の位相差板２２０は、その遅相軸を第１の偏光板２１０の
吸収軸に対して４５度の角度を成すように配置する。第２の位相差板２２１は、その遅相
軸を第２の偏光板２１１の吸収軸に対して、４５度の角度をなすように配置する。つまり
、第１の偏光板２１０と第１の位相差板２２０の積層体は円偏光板として機能する。同様
に、第２の偏光板２１１と第２の位相差板２２１の積層体も円偏光板として機能する。
【００６１】
　なお、第１の偏光板２１０と第２の偏光板２１１の吸収軸と、第１の位相差板２２０と
第２の位相差板２２１の遅相軸は、それぞれ第１の偏光板２１０の吸収軸と第１の位相差
板２２０の遅相軸が４５度の角度をなし、第２の偏光板２１１の吸収軸と第２の位相差板
２２１の遅相軸が４５度の角度をなしていれば、どのような関係であっても機能する。
【００６２】
　ただし、より高いコントラスト比を実現するには、第１の偏光板２１０と第２の偏光板
２１１の吸収軸は互いに直交するように配置し、第１の位相差板２２０と第２の位相差板
２２１の遅相軸も互いに直交するように配置することが望ましい。この場合、位相差板の
材質を同じものとすれば、位相差板で生じる位相差は、少なくとも正面方向では相殺する
ため、吸収軸を直交に配置した２枚の偏光板によって得られる遮光性能が利用できる。こ
のため暗（黒）表示時の輝度が低下して高いコントラスト比が実現できる。
【００６３】
　第１の位相差板２２０と第２の位相差板２２１としてはシクロオレフィンポリマーやポ
リカーボネートなどの透明な高分子フィルムを用いることができる。シクロオレフィン系
有機高分子の延伸物を用いる場合は、位相差Δｎｄの波長依存性が比較的小さいため着色
が小さくなる。また、位相差Δｎｄが波長と共に増大する逆分散特性のセルロース系又は
ポリカーボネート系有機高分子が開発されており、位相差板としてこれらを用いれば着色
は更に小さくできる。
【００６４】
　なお、第１の位相差板２２０及び第２の位相差板２２１は、１／２波長板と１／４波長
板の積層体で実現するようにしてもよい。この場合、第１の位相差板２２０及び第２の位
相差板２２１を構成する１／２波長板と１／４波長板は、それぞれの遅相軸が互いに直交
するように配置することにより、より高いコントラスト比が実現できる。
【００６５】
　第１の偏光板２１０と第１の位相差板２２０は、図示しない透明な接着剤あるいは粘着
剤により固定する。これらは、表示領域以上の面積を有しており、図示しない透明な接着



(12) JP 2009-37090 A 2009.2.19

10

20

30

40

50

剤あるいは粘着剤を介して表示領域を全て覆うように固定される。同様に、第２の偏光板
２１１と第２の位相差板２２１は、図示しない透明な接着剤あるいは粘着剤により固定す
る。これらは、表示領域以上の面積を有しており、図示しない透明な接着剤あるいは粘着
剤を介して表示領域を全て覆うように固定される。
【００６６】
　図４は、本発明に係る半透過反射型液晶表示装置を構成する図３に示す液晶表示パネル
１の表示領域２に構成されるアクティブマトリクスの等価回路図である。液晶表示パネル
１は、従来のアクティブマトリクス駆動型の液晶表示パネルと同様に、複数のゲート線と
、該ゲート線の延在方向に対して交差する方向に延在させた複数のデータ線が設けられて
おり、図４に示すように、ｍ本のゲート線Ｇ１，Ｇ２，…，Ｇｍと、ｎ本のデータ線Ｄ１
，Ｄ２，…，Ｄｎとが交差するところにマトリクス状に副画素１００が配置される。また
、共通電極配線１７０Ｌは、少なくともゲート線と同じ方向に延在するように形成すれば
よく、図４では、ｍ本の共通電極配線ＣＴ１，ＣＴ２，…，ＣＴｍと表記している。共通
電極配線１７０Ｌは、各副画素を構成する共通電極及び共通反射電極に接続され、所定の
電圧で制御するように図示しない電源と接続される。
【００６７】
　各副画素は、図４に示す等価回路図では、画素電極と共通反射電極及びこれら電極に挟
まれた絶縁層１８０により形成される容量（蓄積容量）Ｃｓｔと、液晶層により形成され
る容量Ｃｌｃと、スイッチング素子１２０とで表現できる。
【００６８】
　副画素の駆動は、１行目のゲート線Ｇ１からターンオン電圧を順次供給し、１フレーム
期間内に、ｍ行のゲート線に対して順次この電圧（走査信号）を供給する。走査信号によ
ってスイッチング素子１２０がオン状態になると、データ線７から画像信号に応じた電圧
がスイッチング素子１２０を介して画素電極に供給される。つまり、あるゲート線にター
ンオン電圧が供給されている間は、そのゲート線に接続されたスイッチング素子は全てオ
ン状態となり、それに同期してｎ列のデータ線にデータ電圧が供給される。すなわち、液
晶表示パネルの駆動方法は、従来のアクティブマトリクス駆動型の液晶表示装置と同じで
あるので詳細な説明は省略する。
【００６９】
　図５は、本発明に係る半透過反射型液晶表示装置の主要部の構成を示す概略断面図であ
る。この半透過反射型液晶表示装置は、液晶表示パネル１と、その背面に配置するバック
ライト３とから構成される。液晶表示パネル１は、上記説明のとおり、第１の透明基板１
１０と第２の透明基板１１１を有する。
【００７０】
　一般に、第２の透明基板１１１は、第１の透明基板１１０よりも大きな基板とし、第２
の透明基板１１１の第１の透明基板１１０側の面上であって、第１の透明基板１１０に覆
われない領域には、画像信号などの映像情報を電気的信号として外部から受け取るための
領域を有する。つまり、液晶表示パネル１は、第２の透明基板１１１上であって、第１の
透明基板１１０が重なっていない領域に、フレキシブルプリント回路板（ＦＰＣ）５０を
備え、このＦＰＣ５０を介して外部と電気的に接続する。また、この領域には、必要に応
じてドライバとして機能する半導体チップ（不図示）を実装してもよい。
【００７１】
　バックライト３は、液晶表示パネル１の表示領域に、その背面側から光を照射するもの
である。バックライト３としては、エッジライト方式（導光体方式）、直下方式（反射板
方式）、面状光源方式などがある。バックライト３は、これらの方式やその他の方式の中
から用途や目的、表示領域の大きさに合わせて最適な方式を選べばよい。ここでは、エッ
ジライト方式のバックライトについて説明するが、本発明はこれに限定されるものではな
い。
【００７２】
　バックライト３は、裏面に白色顔料によるドット印刷、あるいは、微細な凹凸形状やレ
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ンズ形状等の光の進行方向を変える手段を形成した透明な樹脂からなる導光体６０と、導
光体６０の端面に配置した光源６１と、導光体６０の裏面側に配置した反射シート６２と
、導光体６０の表面側に配置したプリズムシートや、拡散シートなどの光学フィルム類６
３とを有する。
【００７３】
　光源６１としては、冷陰極管や熱陰極管などの線状光源や発光ダイオード（ＬＥＤ）な
どの点状光源を使用することができる。ここでは、以下、光源６１としてＬＥＤを使用す
る場合を説明するが、本発明はこれに限定されるものではない。光源６１としてＬＥＤを
用いる場合は、光源からの光を導光体６０に効率よく入射させるため、図示しない反射体
を設けたり、ＬＥＤの発光部の周囲に形成するモールド樹脂の形状を工夫したりするとよ
い。
【００７４】
　この構成において、光源６１から出射し、導光体６０に入射する光は、全反射しながら
導光体６０内を伝播する。導光体６０内を伝播する光のうち導光体裏面に施された、光の
進行方向を変える手段に至った光は、その進行方向が変わり、導光体６０の表面側から出
射する。導光体６０から出射する光は、プリズムシートや拡散シートなどの光学フィルム
類６３により出射角度の分布や、面内での輝度分布が調整された後、液晶表示パネル１に
照射される。
【００７５】
　バックライト３から出射し、液晶表示パネル１に照射される光のうち透過領域ＴＡに入
射する光は、第２の偏光板２１１でその一部が吸収された後、第２の位相差板２２１、液
晶層２００及び第１の位相差板２２０を通過した後、第１の偏光板２１０に入射する。
【００７６】
　この際、映像情報発生部（不図示）から伝えられる映像情報に対応した駆動電圧を画素
電極に印加すると、透過領域ＴＡでは、画素電極１９０と共通電極１７０との間に電圧差
が生じ、液晶層２００に電界が形成されて複屈折性が誘起される。この作用により液晶層
２００を通過する光の偏光状態は変化するため、第１の偏光板２１０を透過する光の量を
制御することができる。
【００７７】
　例えば、駆動電圧が０Ｖ、つまり、画素電極１９０と共通電極１７０とに電圧差がなく
液晶層２００に電界が形成されない場合、液晶層２００は、光学的に等方な状態であるた
め、これを通過する光の偏光状態は維持される。このため、液晶層２００を通過した光の
大部分は、第１の偏光板２１０で吸収されるため黒（暗）表示となる。
【００７８】
　一方、所定の駆動電圧を印加し、画素電極１９０と共通電極１７０との間に所定の電界
を形成すると、液晶層に複屈折性が誘起され、液晶層２００を通過する光の偏光状態が変
化する。このため、液晶層２００を通過した光は、その偏光状態の変化に応じた量の光が
第１の偏光板２１０を透過するため所定の明るさの表示となる。例えば、液晶層２００に
誘起される複屈折性によって、基板面に平行な方向の位相差Δｎｄがλ／２になる駆動電
圧を印加したときは、液晶層２００を通過した光は、第１の位相差板２２０を通過する際
、第１の偏光板２１０の吸収軸と直交する偏光成分が多い光に変換され、その大部分が第
１の偏光板２２０を通過するため、最大の明るさの表示となる。
【００７９】
　つまり、駆動電圧が零の場合に黒（暗）表示となり、所定の駆動電圧が印加されると明
表示となる、所謂、ノーマリーブラック型となる。
【００８０】
　また、外部から液晶表示パネル１の反射領域ＲＡに入射する光は、第１の偏光板２１０
を通過した後、第１の位相差板２２０を通過して略円偏光となり、さらに、液晶層２００
を通過した後、共通反射電極層１３０で反射する。共通反射電極１３０で反射した光は、
再び、液晶層２００、第１の位相差板２２１を通過した後、第１の偏光板２１０に入射す
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る。
【００８１】
　この際、透過領域ＴＡと同様に、映像情報発生部（不図示）から伝えられる映像情報に
対応した駆動電圧を印加して画素電極１９０と共通反射電極層１３０との間に電圧差を生
じさせ、液晶層２００に電界を形成することで液晶層に複屈折性が誘起される。この作用
により液晶層２００を通過する光の偏光状態を制御することで、共通反射電極層１３０で
反射した光が、再び第１の偏光板２１０に入射したとき、これを透過する量を制御するこ
とができる。
【００８２】
　例えば、駆動電圧が０Ｖ、つまり、画素電極１９０と共通反射電極１３０とに電圧差が
なく、液晶層２００に電界が形成されない場合、液晶層２００は光学的に等方な状態であ
り、これを通過する光の偏光状態は維持される。このため、外部から液晶表示パネル１の
反射領域ＲＡに入射する光は、第１の偏光板２１０と第１の位相差板２２０を通過した際
、略円偏光となり、液晶層２００を、偏光状態を維持したまま通過して、共通反射電極層
１３０で反射する。この反射の際、光の進行方向が変わることで円偏光の回転方向は変わ
り、再び、偏光状態を維持したまま液晶層２００を通過して、第１の位相差板２２０に入
射する。第１の位相差板２２０を通過する光は、第１の位相差板２２０の作用を受けて第
１の偏光板２１０の吸収軸と平行な偏光成分が多い光に変換されるため、大部分の光が第
１の偏光板２２０に吸収されて黒（暗）表示となる。
【００８３】
　一方、所定の駆動電圧を印加して、画素電極１９０と共通反射電極層１３０との間に所
定の電界を形成すると、液晶層に複屈折性が誘起され、液晶層２００を通過する光の偏光
状態が変化する。このため、外部から液晶表示パネル１の反射領域ＲＡに入射する光は、
共通反射電極層１３０で反射して、再び、第１の偏光板２１０に入射するが、液晶層２０
０を通過する際、液晶層に誘起された複屈折性に応じた偏光状態の変化が生じ、この偏光
状態の変化に応じた量の光が、第１の偏光板２１０を透過して所定の明るさの表示となる
。ここで、上記のとおり外部から液晶表示パネル１の反射領域ＲＡに入射する光は、液晶
層２００を２回通過することになる。このため液晶層２００に誘起される複屈折性によっ
て、基板面に平行な方向に生じる位相差Δｎｄがλ／４となるような所定の駆動電圧を印
加すると、最大の明るさの表示が得られる。
【００８４】
　つまり、透過領域と同様に、駆動電圧が零の場合に黒（暗）表示となり、所定の駆動電
圧が印加されると明表示となる、所謂、ノーマリーブラック型の反射表示が実現できる。
【００８５】
　このように、本発明に係る液晶表示装置では、等方性液晶を用いた半透過反射型の液晶
表示装置を実現できる。なお、上記のとおり、本発明の液晶表示パネルでは、透過領域Ｔ
Ａと反射領域ＲＡの液晶層の厚さｄは一定とし、反射領域の液晶層の厚さを小さくするた
めの段差は設けない。この場合、画素内に生じる段差に起因した無効な領域が無くなるた
め、より広い面積が表示に寄与してより明るい表示が得られるという効果がある。
【００８６】
　さらに、ここで重要なことは、本発明では同じ駆動電圧において、反射領域の液晶層に
形成される電界の強さを、透過領域の液晶層に形成される電界の強さよりも小さくするこ
とで、透過領域と反射領域の液晶層の厚さｄを一定としたまま、同じ駆動電圧における位
相差Δｎｄを反射領域では透過領域の１／２とすることができることである。
【００８７】
　本実施例では、特に、反射領域の電界の強さは、基板面上の加工寸法精度とは独立した
絶縁層の厚さにより制御することでができるため、画素サイズが小さい場合であっても、
反射領域と透過領域の電界の強さの関係を所望の状態にすることができる。つまり、絶縁
層の厚さは容易に変更できるため、プロセスへの負荷を大きく増すことなく、等方性液晶
を用いた半透過反射型の液晶表示パネルを実現できる。
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【００８８】
〔保護膜の構成〕
　上記構成により、等方性液晶を用いた半透過反射型液晶表示装置の実現が可能となる。
しかし、３次元の等方性液晶を用いた場合、配向膜が不要となるため、画素電極及び共通
電極と液晶層とが直接接することになる。この構成で、強い電界が液晶層に印加された場
合、液晶中の不純物が電極・液晶界面に偏在し、電圧保持率の低下や、それによるフリッ
カーなどの表示不良を起こす恐れがある。
【００８９】
　この問題を解決するため、画素電極及び共通電極と、液晶層との間に保護膜を設けるこ
とを検討する。以下、本検討について詳細に説明する。
【００９０】
　保護膜としては、例えば、窒化硅素をＣＶＤにより膜厚２５０ｎｍで形成する。なお、
保護膜は、他の無機膜或いは有機膜で作成することも可能である。保護膜の膜厚は、液晶
との導通を防ぐことができる厚みとする必要がある。液晶材料としては、非特許文献２に
記載されている構造１に示す化合物を、スペーサーアルキル鎖長がｎ＝７，９，１１の３
種をそれぞれ、１：１．１５：１の比率で組成物としたものを用いる。カイラル材として
は、メルクケミカル社製ＢＤＨ１２８１を、螺旋構造による選択反射中心波長が紫外波長
領域となるように数％混合する。この材料により、室温付近の広い温度範囲で光学的等方
性を示す（コレステリックブルー相）、等方性液晶を得ることができる。また、液晶組成
物は、真空でセルに封入し、紫外線硬化型樹脂からなる封止剤で封止して液晶表示パネル
を製作し、このときの液晶層の厚さは、液晶封入状態で１０ミクロンとする。なお、この
ときに用いる液晶材料としては、今回用いた液晶材料に限定されるものではない。
【００９１】
　以上の構成をとることにより、３次元の等方性液晶を使った液晶表示パネルにおいて、
保持率低下の抑制、フリッカーなどの表示不良の防止をすることができる。
【００９２】
〔等方性保持膜の構成〕
　３次元の等方性液晶は、電圧無印加時に等方的な３次元の周期構造を有することが知ら
れている。この周期構造は、通常の結晶構造における格子定数程度から可視光の波長程度
のものがあり、一種の結晶のような状態といえる。このような構造の液晶に部分的に強電
界が加わると、周期構造が歪み、ヒステリシスのような状態から光漏れ、コントラストの
低下を引き起こすことが考えられる。すなわち、液晶表示パネルの電極構造により、電界
印加時に、部分的な強電界が液晶層に加わることにより周期的構造が歪み、電圧無印加の
状態に戻した時に、液晶層が光学的等方の状態に戻り難くなる場合がある。このような問
題を解決するため、上記保護膜の代わりに等方性保持膜を形成してもよい。
【００９３】
　ここで、等方性保持膜は、液晶層の下面に接するように配置し、表面に周期的構造を持
たせた膜とすることが望ましい。液晶層のうち、画素電極や共通電極に近接する領域にお
いては、等方性液晶の周期構造の歪みが特に重大となると考えられる。しかし、本検討で
示すように、周期的な構造を有する等方性保持膜を配置することにより、等方性保持膜と
液晶層との界面の相互作用が、等方性液晶の周期構造の保持力を高め、配向不良を低減さ
せることができる。
【００９４】
　等方性保持膜の具体例としては、ネマチック液晶に用いられている配向膜のようなもの
が考えられる。あるいは、ＳｉＯ2斜方蒸着により等方性保持膜を形成してもよい。具体
的には、例えば、ポリイミド膜を形成し、これをラビング処理することにより形成しても
よい。この場合は、画素電極及び共通電極上に、ポリアミック酸ワニスの溶液を印刷形成
し、２２０℃で３０分焼成して、約１００ｎｍのポリイミド膜を形成する。その後、ラビ
ング操作を行い、ポリイミド膜の表面に周期構造を設けることにより、等方性保持膜を実
現する。さらには、ラビング処理を行わずに、光照射により膜に周期構造を設けることも
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できる。なお、この周期的構造を持たせた等方性保持膜は、ネマチック液晶の場合と異な
り、液晶層に初期配向を持たせるための膜ではない。したがって、液晶層の上下の界面両
方に膜を配置する必要はなく、第２の基板１１１側にのみ設ければよい。
【００９５】
　以上の構成を採ることにより、液晶層の第２の基板１１１側の界面に接する等方性保持
膜が、等方性液晶の周期構造保持を助ける働きをし、光漏れ、コントラスト低下を防止す
ることができる。なお、等方性保持膜は、画素電極及び共通電極の上に、上記保護膜を形
成し、さらにその上層に形成してもよい。
【００９６】
　等方性保持膜としては、熱可塑性樹脂のＰＭＭＡを用いることもできる。この場合、Ｐ
ＭＭＡを塗布したのちに、２００℃に加熱、ＰＭＭＡを軟化させ、電子線描画技術で別途
作成したモールド型を、接触、加圧することによりＰＭＭＡ膜を変形させ、この状態で冷
却し、ＰＭＭＡが硬化するまで放置する。その後、モールド型を剥離し、ＰＭＭＡ表面に
、太さ７０ｎｍ、高さ２００ｎｍのピラー（柱状構造）を形成し、等方性保持膜を作成す
る。
【００９７】
　等方性保持膜における周期構造は、光の干渉による着色を防ぐために、可視波長以下（
４００ｎｍ以下）の周期でピラーもしくはリブ（壁構造）状に形成することが望ましく、
その部材は、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、光硬化性樹脂などの樹脂であれば、なんら限
定されるものではない。また、等方性保持膜の表面の周期的構造としては、凹凸が一方向
に連なる形状、例えば、四角柱の構造がある。あるいは、円柱の構造があるが、ピラーの
形状は、円柱、三角柱、四角柱、あるいは円錐、三角錐、四角錐などの形状、あるいは、
半球状であってもこれら構造物が、可視光の波長以下で周期的秩序が形成されているので
あればよい。
【００９８】
〔電極形状の構成〕
　上記、等方性保持膜が、画素電極や共通電極の直上に位置する場合は、ラビングや光照
射の処理に伴う焼付き不良を検討する必要がある。ここで、画素電極や共通電極の端部形
状としてテーパの角度が大きすぎると、電極端部付近の等方性保持膜は、均一なラビング
処理ができなくなり、周期的構造が付加されない不良部が形成されることになる。さらに
、画素電極や共通電極の端部付近の領域は、その端部のテーパ角度が大きくなると電界が
集中し易く、液晶層の光学状態の不良が生じやすくなる。この問題を解決するためには、
画素電極や共通電極の端部付近をテーパ形状に加工すればよい。すなわち、端部の角度を
緩やかにすることにより、ラビングの均一性を改善し、さらに、端部付近の電界集中を改
善し、等方性液晶への部分的な強電界の印加を低減する効果が得られる。端部のテーパ角
度は０度よりも大きく４５度以下の範囲内とすることにより、このような効果を高く発揮
することができると考えられる。
【００９９】
　一方、等方性保持膜に光照射をする場合は、画素電極や共通電極の端部で照射光が反射
し、この反射光が等方性保持膜に再照射されることが考えられる。この場合、反射光を受
けた領域は２重に光照射を受けることとなり、周期的構造の乱れた不良部が形成されるこ
ととなる。このような２重照射を防止するためには、画素電極や共通電極の端部のテーパ
角度をθ、画素電極及び共通電極の高さをｘ、等方性保持膜のの厚みをｙとした場合に、
ｙ＞ｘ／２ｓｉｎ２θ（４５度＜θ＜９０度）の関係を満たすようにθ、ｘ、ｙを設定す
ればよい。このように設定することにより、２重照射を回避し、等方性保持膜の機能を良
好にすることができる。
【実施例２】
【０１００】
　次に、等方性液晶を用いた液晶表示パネルのマルチドメイン構造について説明する。
【０１０１】
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　一軸性の光学異方性媒体は、リタデーションの角度依存性を有する。このため液晶表示
装置の法線方向では、明表示が白色であっても、斜め方向ではリタデーションが増大して
黄色に見える方位、あるいは、リタデーションが減少して青色に見える方位がある。した
がって、図２に示すように、１画素内における画素電極や共通電極の櫛歯の方向が単一で
ある場合、見る方向により多少の色付きが生じる。このような視角特性を改善するために
は、液晶層に電界を形成した際、誘起される複屈折性の方向を複数にすることが有効であ
る。つまり、１画素内に屈折率異方性の方向が異なる領域を形成すると、視角方向での着
色は平均化されて抑制される。このような屈折率異方性の方向が異なる領域を形成するに
は、画素電極と共通電極を、くの字型に屈曲すればよい。このような構造にすることで、
駆動電圧を印加した際、液晶層に形成される電界の方向が異なる２つの領域できる。この
とき屈折率異方性の方向が、異なる２つの領域は互いに９０度の角度を成す場合が、最も
着色が平均化されて視角特性が改善する。
【０１０２】
　等方性液晶の場合も、ネマチック液晶と同様に視角特性の方位角依存性を有する。等方
性液晶を用いたマルチドメイン構造を有する半透過反射型の液晶表示パネルについて、図
６を参照して説明する。図６は、本発明の半透過反射型の液晶表示パネルの他の実施例に
ついて示すものであり、液晶表示パネルの副画素１００の主要部の概略構成を示す平面図
である。なお、前記実施例に記載の半透過反射型の液晶表示パネルと同一機能を有するも
のには同じ符号を付け、その繰り返しの説明は省略する。
【０１０３】
　本実施例では、透過領域ＴＡにおいて、画素電極１９０と共通電極１７０を、くの字型
に屈曲している。この画素電極１９０と共通電極１７０のデータ線の延在方向（長手方向
）７Ａに対する傾きを、それぞれ図示のとおりα＝４５度とβ＝１３５度とすることで、
電極の屈曲角度は９０度となる。この際、開口部の面積を増やすため、図示のようにデー
タ線７についても、透過領域ＴＡの画素電極１９０及び共通電極１７０と同様に、９０度
屈曲することが望ましい。このように画素電極１９０及び共通電極１７０を９０度屈曲す
ることで、駆動電圧を印加した際、液晶層に形成される電界により誘起される屈折率異方
性の方向は、互いに９０度の角度をなす。このため方位角の違いによる着色は１画素内で
平均化され、視角特性が改善する。
【０１０４】
　なお、電極の屈曲角度の誤差は±２度以内の範囲に収まっていれば概ね同様の効果を得
ることができる。また、図６では、画素電極１９０を透過領域ＴＡでのみ屈曲した構造を
示したが、本発明は、これに限定されるものではなく、反射領域ＲＡにおいても画素電極
１９０を屈曲した形状にしてもよい。
【０１０５】
　また、本実施例では、特に、２枚の円偏光板の間に液晶層を備える構造としたため、電
極の形状を屈曲させたマルチドメイン構造にしても明るさが変わらないという効果がある
。つまり、直線偏光を吸収する２枚の偏光板の間に液晶層を備える場合は、駆動電圧を印
加して、液晶層に電界を形成した際、電極の屈曲部では電極間に生じる屈折率異方性の方
向が偏光板の吸収軸に平行又は直交する。この場合、電極の屈曲部における電極間では、
ここを通過する光に位相差が生じないため明るさには寄与しない。一方、２枚の円偏光板
の間に液晶層を備える場合は、液晶層に入射する光が円偏光である。このため液晶層を通
過する光に屈折率異方性の方向によらず、必ず位相差が生じるので電極の屈曲部における
電極間も明るさに寄与することができる。
【実施例３】
【０１０６】
　次に、本発明の他の実施例について説明する。図７は、本発明に係る半透過反射型液晶
表示装置を構成する液晶表示パネルの副画素（サブピクセル）の主要部の概略構成を示す
断面図である。本実施例の液晶表示パネルは、図１を参照して説明した前記実施例におい
て、透過領域ＴＡの電極構造を変更したものである。このため、前記実施例に記載の液晶
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表示パネルと同一機能を有するものには同じ符号を付け、その繰り返しの説明は省略する
。
【０１０７】
　本実施例では、反射領域ＲＡについては、前記実施例と同様に、共通反射電極層１３０
が面状に形成され、その上層に絶縁層１８０ａ，ｂを介して、櫛歯状の画素電極１９０を
形成している。一方、透過領域ＴＡにおいても、共通電極１７０を面状に形成し、その上
層に絶縁層１８０ａを介して櫛歯状の画素電極１９０を形成する。
【０１０８】
　本実施例においても、透過領域ＴＡと反射領域ＲＡの液晶層の厚さｄは一定とし、反射
領域の液晶層の厚さを小さくするための段差は設けない。このため画素内に生じる段差に
起因した無効な領域が無くなり、より明るい表示が得られる。
【０１０９】
　透過領域ＴＡと反射領域ＲＡの液晶層の厚さｄを一定とすることから、同じ駆動電圧に
おいて、液晶層２００に生じる屈折率異方性Δｎを反射領域では透過領域の１／２にする
必要がある。このために、本実施例では、反射領域ＲＡの画素電極１９０と共通反射電極
層１３０の間の絶縁層の厚さＴｒａを、透過領域ＴＡの画素電極１９０と共通電極１７０
の間の絶縁層の厚さＴｔａよりも大きくする。
【０１１０】
　この場合、画素電極１９０の電極間隔が同じであっても、同じ絶縁層材料であれば絶縁
層の厚さが大きなほうが液晶層に形成される電界の強さが小さくなる。等方性液晶は、液
晶層に形成する電界の強さに依存した屈折率異方性を生じるものであり、電界の強さが小
さくなれば屈折率異方性も小さくなる。電界の強さと屈折率異方性の関係は液晶材料によ
り異なるので、使用する液晶材料の性質に合わせて、絶縁層の厚みを調整する必要がある
。
【０１１１】
　本実施例では、絶縁層の厚みの制御を容易にするために、絶縁層を２層構造としている
。つまり、反射領域ＲＡでは、共通反射電極層１３０の上に絶縁層１８０ａと絶縁層１８
０ｂを積層して、さらに、この上に画素電極１９０を形成する。一方、透過領域ＴＡでは
、絶縁層１８０ａの上に共通電極１７０を形成し、その上に絶縁層１８０ｂを形成した後
、画素電極１９０を形成する。このように、絶縁層を２層構造とすることで、透過領域Ｔ
Ａでは、共通電極１７０と画素電極１９０との間の絶縁層の厚さは、絶縁層１８０aの厚
さにより所望の厚さに制御することができる。一方、反射領域ＲＡでは、共通反射電極層
１３０と画素電極１９０との間の絶縁層の厚さは、透過領域ＴＡにおいて所望の厚さとな
る絶縁層１８０ａの厚さに、絶縁層１８０ｂの厚さを足すことで所望の厚さに制御するこ
とができる。
【０１１２】
　つまり、透過領域ＴＡの絶縁層の厚さは、絶縁層１８０ａで制御し、反射領域ＲＡの絶
縁層の厚さは、絶縁層１８０ｂで制御することでそれぞれ独立に絶縁層の厚さが制御でき
る。
【０１１３】
　このように、反射領域ＲＡの絶縁層の厚さを、透過領域ＴＡの絶縁層の厚さに対して液
晶材料の特性を考慮した分、大きくすることで、同じ駆動電圧において、反射領域ＲＡの
液晶層に形成される電界の強さは、透過領域ＴＡの液晶層に形成される電界の強さよりも
小さくなるので、位相差Δｎｄを反射領域ＲＡでは透過領域ＴＡの１／２とすることがで
きる。
【０１１４】
　上記のとおり、本実施例では、反射領域の電界の強さを電極の加工寸法精度に頼ること
がない。つまり、反射領域の電界の強さを、基板面上の加工寸法精度とは独立した絶縁層
の厚さにより制御することでができるため、反射領域と透過領域の電界の強さの関係を所
望の状態にすることができる。特に、透過領域と反射領域の絶縁層の厚さは絶縁層を２層
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構造とすることでそれぞれ制御可能であるため、幅広い画素サイズにおいて、等方性液晶
を用いた半透過反射型の液晶表示パネルを実現できる。
【実施例４】
【０１１５】
　次に、本発明の他の実施例について説明する。図８は、本発明に係る半透過反射型液晶
表示装置を構成する液晶表示パネルの副画素（サブピクセル）の主要部の概略構成を示す
断面図である。本実施例の液晶表示パネルは、図７を参照して説明した前記実施例におい
て、反射領域ＲＡの電極構造を変更したものである。このため、前記実施例に記載の液晶
表示パネルと同一機能を有するものには同じ符号を付け、その繰り返しの説明は省略する
。
【０１１６】
　本実施例では、図７を参照して説明した前記実施例において、共通反射電極層１３０が
形成されていた位置に反射層１３５を配置し、反射層１３５とは別に共通電極１７０を形
成するものである。この際、反射層１３５と共通電極１７０との間には、絶縁層１８０ｂ
を設け、反射領域ＲＡにおける共通電極１７０は面状ではなく、隙間を設けて形成する。
【０１１７】
　図９及び図１０は、図８を参照して説明する本発明の半透過反射型の液晶表示パネルの
副画素１００の主要部の概略構成を示す平面図である。反射領域ＲＡにおける共通電極１
７０は透過領域ＴＡのように面状に形成するものとは異なり、隙間をあけて形成する。こ
の隙間は、図９に示すように、共通電極１７０を反射領域ＲＡにおいて櫛歯状に形成して
もよいし、図１０に示すように、反射領域ＲＡにおいて面状に形成した共通電極１７０に
スリット状の開口部（共通電極スリット部１０７Ｓ）を形成してもよい。あるいは、面状
に形成した共通電極からプロセス精度に応じた任意の形状で電極の一部を除去することで
開口部を設けるようにしてもよい。
【０１１８】
　このように、反射領域ＲＡの共通電極１７０の被覆面積を小さくすることで、同じ駆動
電圧において、反射領域ＲＡの液晶層に形成される電界の強さが、透過領域ＴＡの液晶層
に形成される電界の強さよりも小さくなる。液晶層に形成する電界の強さと屈折率異方性
の関係は液晶材料により異なるが、使用する液晶材料の性質に合わせて、反射領域におけ
る共通電極１７０の被覆面積を、透過領域における共通電極１７０の被覆面積よりも小さ
くすることで、液晶層に誘起される位相差Δｎｄを、反射領域ＲＡでは透過領域ＴＡの１
／２とすることが可能となる。
【０１１９】
　以上、本実施例では、反射領域の電界の強さを電極の加工寸法精度に頼ることがない。
つまり、反射領域の電界の強さを、基板面上の加工寸法精度とは独立した共通電極の面積
により制御することでができるため、反射領域と透過領域の電界の強さの関係を所望の状
態にすることができる。したがって、透過領域と反射領域の境界に段差が無いため明るい
表示が得られ、幅広い画素サイズに対応できる等方性液晶を用いた半透過反射型の液晶表
示パネルを実現できる。
【実施例５】
【０１２０】
　次に、本発明の他の実施例について説明する。図１１は、本発明に係る半透過反射型液
晶表示装置を構成する液晶表示パネルの副画素（サブピクセル）の主要部の概略構成を示
す断面図である。本実施例の液晶表示パネルは、図１を参照して説明した前記実施例にお
いて、第１の位相差板と第２の位相差板を除去し、その代わりに、第１の透明基板１１０
の液晶層２００側に内蔵位相差層２２５を設けたものである。このため、前記実施例に記
載の液晶表示パネルと同一機能を有するものには同じ符号を付け、その繰り返しの説明は
省略する。
【０１２１】
　内蔵位相差層２２５は、反射領域ＲＡにおいては、λ／４の位相差を有し、透過領域Ｔ
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Ａにおいては、光学的に等方性であるように構成する。
【０１２２】
　内蔵位相差層２２５の形成は、例えば、特開２００６－９８６２３号公報や特開２００
５－３３８２５６号公報などに記載の公知の技術を用いればよい。この場合、第１の透明
基板１１０に、必要に応じて、図示しないカラーフィルターや保護膜などを形成した後、
水平配向性の配向膜を設けて、配向処理を行った上に、光反応性を有する液晶を塗布する
。その後、マスク露光、現像処理などにより、透過領域からは、光反応性の液晶材を除去
することで、反射領域ＲＡに屈折率異方性を有する内蔵位相差層２２５を形成する。この
際、光反応性の液晶材の塗布時の溶液濃度及び塗布条件を、適宜調整して膜厚を調整する
ことで、表示に寄与する波長λに対し、位相差がλ／４の層を得ることができる。この場
合、内蔵位相差層２２５は、透過領域からは除去されるため、透過領域と反射領域の液晶
層の厚さを一定にするために、透明な有機材料からなる平坦化層を形成し、レベリングす
る。平坦化層は、絶縁材料から構成し、溶液状態で層形成が可能で、可視光に対する吸収
が小さい透明な材料が望ましい。例えば、ポリイミド系樹脂あるいはアクリル系樹脂など
の有機材料が望ましい。
【０１２３】
　あるいは、選択的な光照射と、熱処理を組み合わせることで、反射領域ＲＡのみに所望
の屈折率異方性を持たせ、透過領域ＴＡは光学的に等方性となるような処理を施すことで
内蔵位相差層２２５を実現してもよい。この場合、内蔵位相差層２２５の反射領域と透過
領域の厚みは、ほぼ一定であるため透過領域と反射領域の液晶層の厚さは一定となる。
【０１２４】
　第１の偏光板２１０と第２の偏光板２１１は、各々の吸収軸が互いに直交するように配
置する。さらに、櫛歯状に形成される画素電極１９０の長手方向に対して、第１の偏光板
２１０の吸収軸が４５度あるいは１３５度の角度を成すように配置する。
【０１２５】
　また、内蔵位相差層２２５は、反射領域ＲＡにおいて、屈折率異方性を発現している液
晶の配向方向を、櫛歯状に形成される画素電極１９０の長手方向に対して平行又は直交す
る方向とする。つまり、駆動電圧を印加した際、液晶層２００に誘起される屈折率異方性
の方向と、内蔵位相差層２２５を構成する液晶の配向方向は平行又は直交する方向とする
。
【０１２６】
　バックライトから液晶表示パネルに照射される光のうち、透過領域ＴＡに入射する光は
、第２の偏光板２１１で、その一部が吸収された後、液晶層２００と内蔵位相差層２２５
を通過した後、第１の偏光板２１０に入射する。この際、映像情報発生部（不図示）から
伝えられる映像情報に対応した駆動電圧を画素電極に印加すると、透過領域ＴＡでは、画
素電極１９０と共通電極１７０との間に電圧差が生じ、液晶層２００に電界が形成されて
複屈折性が誘起される。この作用により液晶層２００を通過する光の偏光状態は変化する
ため、第１の偏光板２１０を透過する光の量を制御することができる。
【０１２７】
　例えば、駆動電圧が０Ｖ、つまり、画素電極１９０と共通電極１７０とに電圧差がなく
液晶層２００に電界が形成されない場合、液晶層２００は光学的に等方な状態であり、内
蔵位相差層２２５も、透過領域ＴＡでは光学的に等方性なので、これを通過する光の偏光
状態は維持される。このため、液晶層２００を通過した光の大部分は、第１の偏光板２１
０で吸収されるため黒（暗）表示となる。
【０１２８】
　一方、所定の駆動電圧を印加して、画素電極１９０と共通電極１７０との間に電界を形
成すると、液晶層２００に複屈折性が誘起され、液晶層２００を通過する光の偏光状態が
変化する。このため、液晶層２００を通過する光は、その偏光状態の変化に応じた量の光
が、第１の偏光板２１０を透過するため、所定の明るさの表示となる。例えば、液晶層２
００に誘起される複屈折性によって、基板面に平行な方向の位相差Δｎｄがλ／２になる
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駆動電圧を印加したときは、液晶層２００を通過する光は、第１の偏光板２１０の吸収軸
と直交する偏光成分が多い光に変換されて、その大部分が第１の偏光板２２０を通過する
ため、最も明るい表示となる。
【０１２９】
　つまり、駆動電圧が零の場合に黒（暗）表示となり、所定の駆動電圧が印加されると明
表示となる、所謂、ノーマリーブラック型となる。
【０１３０】
　一方、外部から液晶表示パネルの反射領域ＲＡに入射する光は、第１の偏光板２１０と
内蔵位相差層２２５を通過して略円偏光となり、さらに、液晶層２００を通過した後、共
通反射電極層１３０で反射する。共通反射電極１３０で反射した光は、再び、液晶層２０
０と内蔵位相差層２２５を通過した後、第１の偏光板２１０に入射する。この際、透過領
域ＴＡと同様に、映像情報発生部（不図示）から伝えられる映像情報に対応した駆動電圧
を印加して、画素電極１９０と共通反射電極層１３０との間に電圧差を生じさせ、液晶層
２００に電界を形成することで、液晶層２００に複屈折性が誘起される。この作用により
液晶層２００を通過する光の偏光状態が変化するため、共通反射電極層１３０で反射した
光が、第１の偏光板２１０を透過する量を制御することができる。
【０１３１】
　例えば、駆動電圧が０Ｖ、つまり、画素電極１９０と共通反射電極１３０とに電圧差が
なく、液晶層２００に電界が形成されない場合、液晶層２００は、光学的に等方な状態で
あり、これを通過する光の偏光状態は維持される。このため、外部から液晶表示パネルの
反射領域ＲＡに入射する光は、第１の偏光板２１０と内蔵位相差層２２５を通過して略円
偏光となり、液晶層２００を、偏光状態を維持したまま通過して、共通反射電極層１３０
で反射する。この反射の際、光の進行方向が変わることで円偏光の回転方向は変わり、再
び、偏光状態を維持したまま液晶層２００を通過して、内蔵位相差層２２５に入射する。
内蔵位相差層２２５を通過する光は、その作用を受けて第１の偏光板２１０の吸収軸と平
行な偏光成分が多い光に変換されるため、その大部分が第１の偏光板２２０に吸収されて
黒（暗）表示となる。
【０１３２】
　一方、所定の駆動電圧を印加して、画素電極１９０と共通反射電極層１３０との間に所
定の電界を形成すると、液晶層２００に複屈折性が誘起され、液晶層２００を通過する光
の偏光状態が変化する。このため外部から液晶表示パネルの反射領域ＲＡに入射して、共
通反射電極層１３０で反射する光は、液晶層２００を通過する際、液晶層２００に誘起さ
れた複屈折性に応じた偏光状態の変化が生じ、この偏光状態の変化に応じた量の光が、第
１の偏光板２１０を透過して所定の明るさの表示となる。
【０１３３】
　ここで、液晶層２００に誘起される複屈折性によって、基板面に平行な方向に生じる位
相差Δｎｄがλ／４となるような所定の駆動電圧を印加する場合を考える。この場合、内
蔵位相差層２２５を構成する液晶の配向方向が、液晶層２００に誘起される屈折率異方性
の方向と直交する条件のときは、内蔵位相差層２２５で生じる位相差λ／４と液晶層２０
０で生じる位相差λ／４が相殺して位相差は略ゼロとなる。このため、外部から入射する
光は、第１の偏光板２１０で、その一部が吸収されて、共通反射電極１３０で反射した後
、再び、第１の偏光板に、その偏光状態がほぼ維持されたまま入射するため、その大部分
の光は、第１の偏光板２１０を通過して最も明るい表示となる。
【０１３４】
　一方、内蔵位相差層２２５を構成する液晶の配向方向が、液晶層２００に誘起される屈
折率異方性の方向と平行なときは、内蔵位相差層２２５で生じる位相差λ／４と液晶層２
００で生じる位相差λ／４は足してλ／２となる。このため、外部から入射する光は第１
の偏光板２１０で、その一部が吸収されて、共通反射電極１３０で反射した後、再び、第
１の偏光板に入射するが、この際、内蔵位相差層２２５と液晶層２００を２回通過すると
きの位相差はλとなり、第１の偏光板の吸収軸と直交する偏光成分が多い光に変換される
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ため、大部分の光が、第１の偏光板２２０を通過して最も明るい表示となる。
【０１３５】
　つまり、駆動電圧が零の場合に黒（暗）表示となり、所定の駆動電圧が印加されると明
表示となる、所謂、ノーマリーブラック型となる。
【０１３６】
　このように、内蔵位相差層２２５を構成する液晶の配向方向は、液晶層２００に誘起さ
れる屈折率異方性の方向と平行又は直交のどちらでも明表示が可能ではある。しかし、白
表示時の色付を少なくするには、内蔵位相差層２２５と液晶層２００で生じる位相差が小
さいほうがよいので、内蔵位相差層２２５を構成する液晶の配向方向と、液晶層２００に
誘起される屈折率異方性の方向は直交することが望ましい。
【０１３７】
　上記のとおり、本発明の液晶表示パネルでは、透過領域ＴＡと反射領域ＲＡの液晶層の
厚さｄは一定とし段差は設けないので、画素内に段差に起因した無効な領域が無くなる。
このため、より広い面積が表示に寄与するのでより明るい表示が得られるという効果があ
る。
【０１３８】
　また、本実施例においても、反射領域の電界の強さは、基板面上の加工寸法精度とは独
立した絶縁層の厚さにより制御できるため、画素サイズが小さい場合であっても、反射領
域と透過領域の電界の強さの関係を所望の状態にすることができる。つまり、絶縁層の厚
さは容易に変更できるため、本発明では、プロセスへの負荷を増すことなく、幅広い画素
サイズに対応した等方性液晶を用いる半透過反射型の液晶表示パネルを実現できる。
【０１３９】
　本実施例では、特に、内蔵位相差層２２５を透明基板の内側に設けることで、以下の点
が有利である。つまり、内蔵位相差層２２５は、液晶高分子から構成されるため、有機高
分子フィルムを延伸して作成する位相差板と比較すると、屈折率異方性Δｎがはるかに大
きい。このため同じ位相差を実現する場合、内蔵位相差層２２５の厚さは、高分子フィル
ムから構成する位相差板の１／１０以下になる。さらに、前記実施例では、位相差板が２
枚必要だったが、本実施例のように、反射領域のみに光学異方性を有する内蔵位相差層２
２５を設ける場合は、位相差層は１層でよい。このため、位相差板を利用する場合と比べ
、液晶表示パネルを薄くできるという効果がある。
【実施例６】
【０１４０】
　次に、本発明の他の実施例について説明する。図１２は、本発明に係る半透過反射型液
晶表示装置を構成する液晶表示パネルの副画素（サブピクセル）の主要部の概略構成を示
す断面図である。また、図１３は、本発明の液晶表示パネルの副画素１００の主要部の概
略構成を示す平面図である。なお、図１２は、図１３のＢ－Ｂ'線に沿った断面構造を模
式的に示す図である。
本実施例は、図８を参照して説明した上記実施例において、第１の位相差板と第２の位相
差板を除去し、さらに反射領域ＲＡの構造を変更するものであり、上記実施例に記載の液
晶表示パネルと同一機能を有するものには同じ符号を付け、その繰り返しの説明は省略す
る。
【０１４１】
　本実施例では、反射領域ＲＡにおいて、共通電極１７０を面状に形成し、さらに、共通
電極１７０と絶縁層１８０ｂとの間に、偏光層１５０と保護層１６０を設けるものである
。また、画素電極１９０の幅や間隔は、反射領域ＲＡと透過領域ＴＡとで同じ寸法とする
。このため、共通電極１７０から上の構造は、反射領域ＲＡと透過領域ＴＡとで基本的に
は同じであるので、駆動電圧を印加した際、液晶層２００に誘起される屈折率異方性は、
反射領域ＲＡと透過領域ＴＡとで同じ値となる。
【０１４２】
　反射層１３５の上層には、絶縁層１８０ｂを介して偏光層１５０を形成する。この際、
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反射層１３５は、その表面の形状が凹凸を有するため、絶縁層１８０ｂは、偏光層１５０
の形成を容易にするため、反射層１３５の表面形状を平坦化する機能を有することが望ま
しい。このため、絶縁層１８０ｂとしては、溶液状態で層形成が可能で、可視光に対する
吸収が小さい透明な材料が望ましく、例えば、ポリイミド系樹脂あるいはアクリル系樹脂
などの有機材料を使用できる。
【０１４３】
　偏光層１５０は、所定の軸方向に振動面を有する直線偏光は吸収し、この軸と直交する
方向に振動面を有する直線偏光は透過するものである。偏光層１５０は、例えば、非特許
文献６としての「Y.Ukai et al., "Current Status and Future Prospect of In-Cell Po
larizer Technology", SID 04 DIGEST, p1170-1173, 2004」や非特許文献７としての「Ir
 Gvon Khan et al., "Ultra-Thin O-Polarizers' Superiority over E-Polarizers for L
CDs ", SID 04 DIGEST, p1316-1319, 2004」に記載されているリオトロピック液晶染料を
用い、それを塗布することで形成できる。
【０１４４】
　例えば、上記非特許文献６に記載の材料を用いる場合は、偏光層１５０の塗布には、例
えば、スリットダイコーターを用いるとよい。スリットダイコーターは溶液状態の偏光層
材料を塗布面に供給しつつ、当該材料へ圧力を加えながら塗布方向に引き伸ばすことがで
きる。この工程により染料は配向し、固定化することで偏光層が形成できる。この場合、
偏光層の吸収軸は、塗布方向と直交する方向となる。なお、偏光層としては、直線偏光を
照射することで偏光性を発現する材料を用いてもよい。
【０１４５】
　なお、偏光層１５０は、後述する理由においては、透過領域に形成しないことが望まし
い。このため、本実施例では、偏光層１５０は透過領域に形成しない場合を述べる。偏光
層１５０の上層には、必要に応じて、保護層１６０を設けてもよい。保護層１６０は、偏
光層形成後の工程で、偏光層１５０が劣化することを抑制すること、あるいは、偏光層１
５０から不純物が染み出し、他の構造物が劣化することを防止するために設けるとよい。
保護層１６０としては、可視光に対して透明な材料が良く、ポリイミド系やアクリル系な
どの透明樹脂材料、あるいは、ＳｉＯｘやＳｉＮｘなどの透明な無機材料が使用できる。
特に、保護層として高い性能を求めるなら緻密な層が形成できるＳｉＮｘが望ましい。
【０１４６】
　図１３には、第１の偏光板２１０の直線偏光の吸収軸２１０Ａと、第２の偏光板２１１
の直線偏光の吸収軸２１１Ａと、偏光層１５０の直線偏光の吸収軸１５０Ａと、データ線
の延在方向（長手方向）７Ａの関係の一例を併記している。
【０１４７】
　本実施例では、第１の偏光板の吸収軸２１０Ａと第２の偏光板の吸収軸２１１Ａは互い
に直交し、データ線の延在方向７Ａに対して、第１の偏光板の吸収軸２１０Ａが直交する
ように配置する。さらに、偏光層１５０の吸収軸１５０Ａは、第２の偏光板の吸収軸２１
１Ａと平行な方向とする。
【０１４８】
　また、画素電極１９０は、くの字型に屈曲している。この屈曲により画素電極１９０が
データ線の延在方向（長手方向）７Ａとなす角度は、それぞれγ＝４５度とδ＝１３５度
であり、画素電極の屈曲角度は９０度となる。この際、図示のように無効な領域を減らし
開口部の面積を増やすために、データ線７についても画素電極１９０と同様に、９０度屈
曲することが望ましい。このように画素電極１９０を９０度屈曲することで、液晶層に電
界を形成したとき誘起される屈折率異方性の方向が、１画素内で互いに９０度の角度をな
す２つの領域を形成できる。このため観察方向の違いによる着色は、１画素内で平均化さ
れて視角特性が改善する。つまり、より視野角が広い液晶表示パネルを実現できる。なお
、電極の屈曲角度の誤差は±２度以内の範囲に収まっていれば概ね同様の効果を得ること
ができる。
【０１４９】
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　さらに、画素電極を屈曲することで、以下の効果も得られる。本実施例では、画素電極
１９０を上記のとおり屈曲させたことにより、偏光層１５０の吸収軸１５０Ａをデータ線
７の延在方向７Ａと平行な方向とすることができる。したがって、偏光層１５０として、
例えば、非特許文献６に記載の材料と同様の材料を用いる場合は、その塗布方向はデータ
線の延在方向と直交する方向にすればよい。
【０１５０】
　ここで、通常、液晶表示パネルを構成する第２の透明基板１１１の外形は、データ線７
やゲート線８の延在方向と平行な辺を有する矩形形状をしている。このため、例えば、偏
光層１５０の吸収軸をデータ線の延在方向に対して傾けなければならない場合は、偏光層
として、例えば、非特許文献６に記載の材料、あるいは、この材料と同様に塗布方向に対
して直交する方向に吸収軸が形成される材料を用いるときは、その塗布方向を第２の透明
基板１１１の辺に対して傾ける必要がある。この場合、一般のスリットダイコーターでは
透明基板の角の部分に材料を塗布することができないため、基板上には偏光層が塗布でき
ない無効な領域が生じる。
【０１５１】
　これに対し、本実施例では、偏光層の吸収軸１５０Ａは、データ線７の延在方向７Ａと
平行する。このため偏光層１５０として、例えば、非特許文献６に記載の材料、あるいは
、この材料と同様に塗布方向に対して直交する方向に吸収軸が形成される材料を用いる場
合は、その塗布方向は、第２の透明基板１１１の辺に対して平行な方向となる。この場合
、基板上に偏光層材料を塗布できない無効な領域が小さくなるので、生産性が向上すると
いう利点がある。
【０１５２】
　また、一般に、液晶表示パネルを構成する第２の透明基板１１１は、１枚の大きなマザ
ー基板の状態でさまざまな工程を経た後、複数枚に切り出し、取得している。マザー基板
も矩形形状をしているため、本実施例のように、偏光層材料の塗布方向が第２の透明基板
１１１の辺と平行な方向であれば、マザー基板上においても、偏光層材料を塗布できない
無効な領域が小さくなり、第２の透明基板を効率よく取得できる。つまり、１枚のマザー
基板から取得できる第２の透明基板の枚数が多くなり、生産性が向上してコストを下げら
れる。
【０１５３】
　バックライトから液晶表示パネルに照射される光のうち、透過領域ＴＡに入射する光は
、第２の偏光板２１１を通過した後、液晶層２００を通過して第１の偏光板２００に入射
する。この際、映像情報発生部（不図示）から伝えられる映像情報に対応した駆動電圧を
印加して、画素電極と共通電極との間に電位差を生じさせ、液晶層に電界を形成すると、
液晶層に複屈折性（屈折率異方性）が誘起される。この作用により液晶層２００を通過す
る光の偏光状態を制御することで、第１の偏光板２１０を透過する光の量を調整すること
ができる。
【０１５４】
　例えば、駆動電圧が０Ｖ、つまり、画素電極と共通電極とに電位差がなく電界が形成さ
れない場合、液晶層２００は、光学的に等方性であるため液晶層２００を通過する光の偏
光状態は維持される。このため、液晶層２００を通過する光は、第１の偏光板２１０で吸
収されて黒（暗）表示となる。
【０１５５】
　一方、所定の駆動電圧をして、画素電極と共通電極との間に所定の電界を形成すると、
液晶層２００に電界の強さに応じた屈折率異方性が生じて、液晶層２００を通過する光の
偏光状態が変化する。この屈折率異方性により液晶層２００を通過する光の位相差が実効
的にλ／２になると、大部分の光が、第１の偏光板２１０を通過して、最も明るい表示と
なる。つまり、駆動電圧が零の場合に黒（暗）表示となり、所定の駆動電圧が印加される
と明表示となる、所謂、ノーマリーブラック型となる。
【０１５６】
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　また、外部から液晶表示パネルの反射領域ＲＡに入射する光は、第１の偏光板２１０を
通過した後、液晶層２００を通過して偏光層１５０に入射する。この際、透過領域ＴＡと
同様に、映像情報発生部（不図示）から伝えられる映像情報に対応した駆動電圧を印加し
て、画素電極と共通電極との間に電位差を生じさせ、電界を形成することで、液晶層２０
０に複屈折性（屈折率異方性）が誘起される。この作用により液晶層２００を通過する光
の偏光状態を制御することで、偏光層１５０を透過する光の量を制御することができる。
【０１５７】
　例えば、駆動電圧が０Ｖ、つまり、画素電極と共通電極とに電位差がなく電界が形成さ
れない場合、液晶層２００は、光学的に等方性であるため液晶層２００を通過する光の偏
光状態は維持される。このため、液晶層２００を通過する光は、その大部分が偏光層１５
０で吸収される。この際、偏光層１５０を通過するわずかな光は、反射層１３５で反射し
て、再び、偏光層１５０と液晶層２００を通過して第１の偏光板２１０に入射する。この
際、その光の大部分は、第１の偏光板２１０で吸収されるため、黒（暗）表示となる。
【０１５８】
　一方、所定の駆動電圧を印加して、画素電極と共通電極との間に電界を形成すると、液
晶層２００に電界の強さに応じた屈折率異方性が生じて、液晶層２００を通過する光の偏
光状態は変化する。このため、液晶層２００を通過する光は、その偏光状態の変化に応じ
た量の光が偏光層１５０を透過して反射層１３５に入射する。反射層１３５に入射する光
は、反射層１３５で反射して、再び、偏光層１５０に入射するが、反射層１３５での反射
の際、その偏光状態は、ほぼ維持される。このため、再び偏光層１５０に入射する光は、
その大部分が偏光層１５０を透過して液晶層２００を通過した後、第１の偏光板２１０に
入射する。この際、液晶層２００を通過する光の偏光状態は、液晶層に誘起された屈折率
異方性により変化する。このため、液晶層２００を通過する光は、その偏光状態の変化に
応じた量の光が、第１の偏光板２１０を透過して所定の明るさとなる。このとき、液晶層
２００に誘起される屈折率異方性により、液晶層を通過する光の位相差が実効的にλ／２
になるようにすると、最も明るい表示となる。つまり、駆動電圧が零の場合に黒（暗）表
示となり、所定の駆動電圧が印加されると明表示となる、所謂、ノーマリーブラック型と
なる。
【０１５９】
　ここで、本実施例では上記のとおり、共通電極１７０から上の構造は、反射領域ＲＡと
透過領域ＴＡとで基本的には同じであるため、駆動電圧を印加した際、液晶層２００に誘
起される屈折率異方性は、反射領域ＲＡと透過領域ＴＡとで同じ値となるが、偏光層１５
０が介在することで、反射領域RAと透過領域TAとが共にノーマリーブラック型の半透過反
射型の液晶表示パネルを実現できる。
【０１６０】
　なお、本実施例では、特に、偏光層を画素電極及び共通電極と反射層との間に配置して
いる。この構成の場合、画素電極や共通電極を偏光層で被覆する場合に比べて、より低い
駆動電圧、かつ、より高い反射率が得られる。つまり、液晶表示パネル内に偏光層を設け
ることに起因する駆動電圧や反射率に対する悪影響を回避できる。このため、反射率の向
上、及び、それに伴うコントラスト比の向上や、駆動電圧の低下による消費電力の低減、
あるいは、低耐圧な汎用ドライバの使用によるコストの削減といった効果が得られる。
【０１６１】
　また、透過領域ＴＡには、偏光層がないので、偏光層がある場合に比べて、より高い透
過率が得られる。つまり、透過領域ＴＡに偏光層がある場合に対して、透過率の向上とい
う効果が得られ、さらに、同じ明るさの画像表示であれば、透過率の向上分、バックライ
トの電力が下げられるという効果がある。
【０１６２】
　なお、偏光層に使用する材料によっては、偏光層を備えることによる液晶層への悪影響
が懸念される。本発明の半透過反射型の液晶表示パネルでは、偏光層は透過領域ＴＡには
形成しない。このため、仮に、偏光層が液晶層を劣化させる原因となる可能性があるもの
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であっても、その使用量は減らすことができる。さらに、液晶層と偏光層との間には、保
護層１６０、共通電極１７０、絶縁層１８０ａが積層されており、液晶層２００を保護し
やすい構造となっている。例えば、保護層１６０、あるいは、絶縁層１８０ａとしてＳｉ
Ｎｘなどからなる緻密な膜を形成すれば、偏光層による液晶層の劣化を抑制する効果は高
まる。
【０１６３】
　上記のとおり、本実施例の液晶表示パネルにおいても、透過領域ＴＡと反射領域ＲＡの
液晶層の厚さｄは一定として段差は設けないので、画素内に段差に起因した無効な領域が
無くなる。このため、より広い面積が表示に寄与するので、より明るい表示が得られると
いう効果がある。
【０１６４】
　また、本実施例では、特に、透過領域と反射領域の電界の強さを変えなくても、等方性
液晶を用いる半透過反射型の液晶表示パネルを実現できる。また、位相差板を必要としな
いため、位相差板を利用する場合と比べ、液晶表示パネルを薄くできるという効果がある
。
【実施例７】
【０１６５】
　次に、本発明の他の実施例について説明する。図１４は、本発明に係る半透過反射型液
晶表示装置を構成する液晶表示パネルの副画素（サブピクセル）の主要部の概略構成を示
す断面図である。本実施例は、偏光層１５０を透過領域ＴＡにも設けること以外は、図１
２を参照して説明した液晶表示パネルと同じであり、前記実施例と同一機能を有するもの
には同じ符号を付け、その繰り返しの説明は省略する。
【０１６６】
　つまり、本実施例では、透過領域ＴＡにおいて、画素電極１９０及び共通電極１７０と
、第２の透明基板１１１との間に、偏光層１５０を設けるものである。偏光層１５０は、
反射領域に形成する偏光層と同じ材料を用いることができ、その吸収軸は反射領域と同じ
く、第２の偏光板２１１の吸収軸と一致させる。
【０１６７】
　本実施例では、透過領域ＴＡに偏光層１５０を設けてはいるが、画素電極及び共通電極
と、液晶層との間には偏光層を設けない。このため偏光層に起因した液晶駆動への悪影響
を回避できる。したがって、例えば、画素電極や共通電極を被覆する偏光層がある場合、
つまり、液晶層と画素電極及び共通電極との間に、偏光層を配置する場合に対して、より
低い駆動電圧でより高い透過率が得られる。
【０１６８】
　なお、本実施例では、透過領域ＴＡに偏光層１５０を設けることで、透過率はやや低下
する。しかし、偏光層を設けたことによる黒（暗）表示の透過率の低下割合が、白（明）
表示における透過率の低下割合よりも大きくなるため、透過表示のコントラスト比は向上
するという効果がある。例えば、２色比が約２５の偏光層を厚さ３００ｎｍで形成する場
合は、偏光層がない場合に比べて、コントラスト比が約１．９倍に向上する。
【実施例８】
【０１６９】
　次に、本発明の他の実施例について説明する。図１５は、本発明に係る半透過反射型液
晶表示装置を構成する液晶表示パネルの副画素（サブピクセル）の主要部の概略構成を示
す断面図である。なお、前記実施例に記載の液晶表示パネルと同一機能を有するものには
同じ符号を付け、その繰り返しの説明は省略する。
【０１７０】
　本実施例では、透過領域と反射領域とで、共に図示のように共通電極１７０と画素電極
１９０を同じ層に形成する。さらに、共通電極と画素電極は共に櫛歯状であり、互い違い
になるように配置する。この際、透過領域と反射領域における共通電極及び画素電極の幅
や、間隔は同じとし、液晶層２００の厚さも同じとする。
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【０１７１】
　本実施例においても、前記実施例と同様に、反射領域ＲＡにおいて、画素電極１９０及
び共通電極１７０と反射層１３５との間に、偏光層１５０を配置することで、画素電極及
び共通電極を偏光層で被覆する場合に対し、より低い駆動電圧、かつ、より高い反射率が
得られる。このため、反射率の向上、及び、それに伴うコントラスト比の向上と、駆動電
圧の低下による消費電力の低減、及び、低耐圧なドライバの使用によるコストの低減とい
った効果が得られる。
【０１７２】
　また、透過領域ＴＡには、偏光層がないので、画素電極や共通電極を被覆する偏光層が
ある場合、つまり、液晶層と画素電極及び共通電極との間に、偏光層がある場合と比べて
、より低い駆動電圧、かつ、より高い透過率が得られる。このため、透過率の向上、及び
、それに伴うコントラスト比の向上という効果が得られ、さらに、同じ明るさの画像表示
であれば、透過率の向上分、バックライトの電力が下げられるという効果がある。また、
駆動電圧の低下による消費電力の低減、及び、低耐圧なドライバの使用によるコストの低
減といった効果が得られる。
【０１７３】
　また、前記実施例と同様に、本実施例の液晶表示パネルにおいても、透過領域ＴＡと反
射領域ＲＡの液晶層の厚さｄは一定として段差は設けないので、画素内に段差に起因した
無効な領域が無くなる。このため、より広い面積が表示に寄与するので、より明るい表示
が得られるという効果がある。さらに、透過領域と反射領域の電界の強さを変えなくても
、等方性液晶を用いる半透過反射型の液晶表示パネルを実現できる。また、位相差板を必
要としないため位相差板を利用する場合と比べ、液晶表示パネルを薄くできるという効果
がある。
【０１７４】
〔液晶材料の構成〕
　次に、液晶表示パネルへの適応性の高い等方性液晶材料について説明する。等方性液晶
材料のうち、電圧無印加時に、３次元的に光学等方となる材料としては、高分子安定化型
のブルー相が知られている。高分子安定化ブルー相としては、一般式１から一般式３に示
す非液晶性モノマー、一般式４に示す液晶性モノマー、及び、一般式５に示す架橋剤、一
般式６に示す光重合開始剤を用い、これらを紫外線（ＵＶ）照射し、光架橋させることに
より最終的な等方性液晶の材料を得るものが知られている。
【化１】

【化２】
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【化４】

【化５】

【化６】

【０１７５】
　しかし、このような液晶材料は、光架橋するために紫外線を照射する必要がある。例え
ば、液晶層を第１の透明基板と第２の透明基板の間に形成した後に紫外線を照射すると、
透明基板上に形成されるカラーフィルターなどは、紫外線の透過が小さいため液晶層に十
分な紫外線が到達しないという問題が生じる。
【０１７６】
　この問題を解決するため、等方性液晶の材料を以下のように構成することが考えられる
。具体的には、一般式７から一般式９に示す非液晶性モノマー、一般式１０に示す液晶性
モノマー、及び、一般式１１に示すエポキシ系の熱架橋材を用い、熱架橋により一般式１
２から一般式１６に示す等方性液晶の材料を得る構成を採る。
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【化９】

【化１０】

【化１１】
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【化１２】

【化１３】

【化１４】

【化１５】

【化１６】

【０１７７】
　まず、上記一般式７から一般式９、一般式１０に示す化合物を混合して液晶セルに封入
し、次いで、一般式１１に示す熱架橋材を封入する。その後、約５０度で２時間加熱する
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ことにより、光照射をすることなく等方性液晶材料を生成することができる。さらに、本
検討のように熱架橋性の液晶材料を用いた場合、液晶材料を挟持する基板にポリイミド樹
脂で薄膜を形成することにより、熱架橋分子が基板上に、しっかりとアンカーされ、画像
の焼付きを低減した液晶表示パネルを作ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０１７８】
【図１】本発明に係る半透過反射型液晶表示装置を構成する液晶表示パネルの副画素の主
要部の概略構成を示す断面図
【図２】本発明に係る半透過反射型液晶表示装置を構成する液晶表示パネルの副画素の主
要部の概略構成を示す平面図
【図３】本発明に係る半透過反射型液晶表示装置を構成する液晶表示パネルの全体レイア
ウトの一例を模式的に示すブロック図
【図４】本発明に係る半透過反射型液晶表示装置を構成する液晶表示パネル１の表示領域
２に構成されたアクティブマトリクスの等価回路図
【図５】本発明に係る半透過反射型液晶表示装置の主要部の構成を示す概略断面図
【図６】本発明に係る半透過反射型液晶表示装置を構成する液晶表示パネルの副画素の主
要部の概略構成を示す平面図
【図７】本発明に係る半透過反射型液晶表示装置を構成する液晶表示パネルの副画素の主
要部の概略構成を示す断面図
【図８】本発明に係る半透過反射型液晶表示装置を構成する液晶表示パネルの副画素の主
要部の概略構成を示す断面図
【図９】本発明に係る半透過反射型液晶表示装置を構成する液晶表示パネルの副画素の主
要部の概略構成を示す平面図
【図１０】本発明に係る半透過反射型液晶表示装置を構成する液晶表示パネルの副画素の
主要部の概略構成を示す平面図
【図１１】本発明に係る半透過反射型液晶表示装置を構成する液晶表示パネルの副画素の
主要部の概略構成を示す断面図
【図１２】本発明に係る半透過反射型液晶表示装置を構成する液晶表示パネルの副画素の
主要部の概略構成を示す断面図
【図１３】本発明に係る半透過反射型液晶表示装置を構成する液晶表示パネルの副画素の
主要部の概略構成を示す平面図
【図１４】本発明に係る半透過反射型液晶表示装置を構成する液晶表示パネルの副画素の
主要部の概略構成を示す断面図
【図１５】本発明に係る半透過反射型液晶表示装置を構成する液晶表示パネルの副画素の
主要部の概略構成を示す断面図
【符号の説明】
【０１７９】
１…液晶表示パネル、２…表示領域、３…バックライト、７…データ線、８…ゲート線、
１００…副画素（サブピクセル）、１１０…第１の透明基板、１１１…第２の透明基板、
１２０…スイッチング素子、１２１…半導体層、１２２…ゲート絶縁層、１２３…ゲート
電極、１２４…層間絶縁層、１２７…絶縁層、１３０…共通反射電極層、１３５…反射層
、１５０…偏光層、１７０…共通電極、１７０Ｌ…共通電極配線、１８０…絶縁層、１８
０ａ…絶縁層、１８０ｂ…絶縁層、１９０…画素電極、２００…液晶層、２１０…第１の
偏光板、２１１…第２の偏光板、２２０…第１の位相差板、２２１…第２の位相差板、２
２５…内蔵位相差層
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要解决的问题：使用适合各种像素尺寸的各向同性液晶提供透反液晶显示器。 ŽSOLUTION：液晶显示器配备有第一透明基板
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素具有反射区域RA和透射区域TA。在反射区域RA中，像素电极190形成为梳状形状，并且通过绝缘层180，公共电极130形成为平
面状态。在透射区域TA中，像素电极190和公共电极170在同一层中形成为梳状形状。通过像素电极190和公共电极130,170之间的
电压差，在反射区域RA中形成的电场在反射区域RA中比在透射区域TA中小。
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